
 

 
 

 
廃棄物埋設事業に係る区分の見直し及び指定廃棄物埋設区域

に係る規制の創設に関する原子炉等規制法施行令の改正並び 

に関係規則等の制定及び改正について（案） 

 

 

平成３０年９月１２日 

原子力規制委員会  

 

 

１．概要 

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 15 号。以

下「改正法」という。）は、平成 29 年４月 14 日に公布された。 

改正法附則第１条第４号では、同法第２条の規定は、公布の日から起算して１

年６月を超えない範囲内において政令で定める日（平成 30 年 10 月１日）に施

行すると規定している。 

このため、改正法第２条に規定する廃棄物埋設事業に係る区分の見直し及び

指定廃棄物埋設区域に係る規制の創設に関する原子炉等規制法施行令等の改正

案並びに関係規則の制定案及び改正案について、第 22 回原子力規制委員会（平

成 30 年８月１日）に諮り、行政手続法に基づく意見公募を平成 30 年８月２日

から同年８月 31 日まで実施した。 

当該意見公募の結果は別紙１のとおりであり、この結果等を踏まえて別紙２

のとおり一部修正した上で、別紙３のとおり関係政令、規則及び告示を制定又は

改正する。 

 

２．今後の予定 

 ・原子力規制委員会決定  平成３０年９月１２日 

 ・政令の閣議決定       同年９月中下旬（予定） 

 ・政令、規則及び告示の公布   同年９月下旬（予定） 

 ・政令、規則及び告示の施行   同年 10 月１日 
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＜資料一覧＞ 

別紙１ 廃棄物埋設事業に係る区分の見直し及び指定廃棄物埋設区域に係る規

制の創設に関する原子炉等規制法施行令の改正案並びに関係規則の制

定案及び改正案に対する意見公募の結果について 

別紙２ 平成 30 年第 22 回原子力規制委員会資料からの修正について 

別紙３ 改正法第２条に係る制定・改正予定の法令一覧 
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別紙１ 

 

廃棄物埋設事業に係る区分の見直し及び指定廃棄物埋設区域に係る 

規制の創設に関する原子炉等規制法施行令の改正案並びに関係規則 

の制定案及び改正案に対する意見公募の結果について 

 

平成３０年９月１２日 

原子力規制委員会  

 

廃棄物埋設事業に係る区分の見直し及び指定廃棄物埋設区域に係る規制の創

設に関する原子炉等規制法施行令等の改正案並びに関係規則の制定案及び改正

案について、意見公募を行った。その結果は以下のとおり。 

 

１．概 要 

期 間：平成３０年８月２日から８月３１日 

対 象： 

（１）原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴

う関係政令の整備等に関する政令（仮称） 

① 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

32 年政令第 324 号） 

② 宅地建物取引業法施行令（昭和 39 年政令第 383 号） 

③ 不動産特定共同事業法施行令（平成 6 年政令第 413 号） 

（２）廃棄物埋設事業に係る区分の見直し及び指定廃棄物埋設区域に係る規制

の創設に関する原子力規制委員会規則の整備に関する規則（仮称） 

① 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋

設の事業に関する規則（昭和 63 年総理府令第 1号） 

② 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋

設の事業に関する規則（平成 20 年経済産業省令第 23 号） 

（３）指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則（仮称） 

方 法：電子政府の総合窓口（e-Gov）、原子力規制委員会ウェブサイト、 

郵送、FAX 

応募数：３件（うち１件は、意見公募手続の対象以外に対する意見） 

 

２．意見公募の結果 

当該政令の改正案及び規則の制定・改正案に対する意見及び意見に対する考

え方を別表１のとおりとりまとめた。 

 

以上 
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別表１ 

廃棄物埋設事業に係る区分の見直し及び指定廃棄物埋設区域に係る規制の創設に関する原子炉等規制法施行令の改正案  

並びに関係規則の制定案及び改正案に対する御意見に対する考え方 

番号 御意見等（原文） 考え方 

1.  地層処分事業では地下深部に廃棄物を埋設することから，処分場を閉鎖し

た後には地上での一般的な活動を可能とするようにサイトを解放すること

ができると考えている。  

 また，地上の活動に伴い，例えば地上に建物を建てる際の地盤調査や建

物の杭基礎のような一般的な地下利用に対して，不必要に一般の人の権利

を制約することがないように指定廃棄物埋設区域の範囲や掘削の許可の基

準の考え方を示していただく必要がある。  

 これは立地地域の将来計画にも影響を与えるものであり，「どの範囲」

が指定され，「どの程度の期間」，「どのような行為」に対して掘削が許可

されるのかは処分場の適性に関する調査を受け入れていただく地域にとっ

ても重要な問題である。  

 このため，安全確保上，合理的に必要とされる範囲や掘削の許可の基準

についての考え方を早い段階で具体的に示していただくことが重要である

と考える。 

 

指定廃棄物埋設区域として指定する範囲や指定廃棄物埋設区域

内における土地の掘削の許可のための具体的な基準は、廃棄物埋

設施設が設置される場所、環境条件、施設の設計等によって異な

ります。このため、指定廃棄物埋設区域として指定する範囲の具

体的基準を示すことはできませんが、不必要に一般的な土地利用

を妨げることがないよう配慮し、廃棄物埋設施設が設置される場

所、環境条件、施設の設計等を踏まえて立体的な区域を指定しま

す。また、指定廃棄物埋設区域を指定する際は、前述の設計等を

踏まえた、当該指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可に

対する具体的な基準を個別に定め、公表することとしています。 
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2.  ・「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の

事業に関する規則」の現行第８条第１項第１号は今回の変更対象ではあり

ませんが、第１条の２第２項第３号の変更に伴い、第８条第１項第１号の

「余裕深度処分」を「中深度処分」と変更する必要があると思います。 

 

御指摘のとおり、第８条第１項第１号の「余裕深度処分」を「中

深度処分」に修正いたします。 

 

・「指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則」第１条

第１項の「第五十九条の二十九第一項の許可」と、第２条第１項の「第五十

九条の二十九第一項本文の許可」との文言の違いは、何を意味しているので

すか？ また、様式第１の裏面の第５１条の３１第３項の冒頭の「第一項」

は、他の記載箇所と同様に、算用数字で「第１項」と記載したほうが良いと

思います。 

 

「指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規

則」第１条第１項の「第五十一条の二十九第一項の許可」と第２

条第１項の「第五十一条の二十九第一項本文の許可」は、いずれ

も第 51 条の 29第１項の許可を示しています。このため、第２条

第１項における「第五十一条の二十九第一項本文の許可」を「第

五十一条の二十九第一項の許可」に修正いたします。また、御指

摘のとおり、様式第１の裏面の第 51 条の 31第３項の「第一項」

を「第１項」に修正いたします。 
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・「宅地建物取引業法施行令」の改正案の第２条の５第２８号の「許可」に

は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第７６条の

「承認」は含まれるのですか？ また、同法第２条の５第２８号の「許可」

は、その処分の公示について同法に規定がなされていませんが、宅地建物取

引業者はどのように当該処分の事実を知り得るのですか？ 

・「不動産特定共同事業法施行令」の改正案の第７条第３２号の「許可」に

は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第７６条の

「承認」は含まれるのですか？ また、同法第７条第３２号の「許可」は、

その処分の公示について同法に規定がなされていませんが、不動産特定共

同事業者はどのように当該処分の事実を知り得るのですか？ 

ご指摘の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

第 76 条は、同法の国に対する適用関係を規定したものでありま

すが、同法第 51条の 32の規定によって国及び地方公共団体が行

う土地の掘削については同法第51条の29第１項の許可は要しな

いこととなっています。また、宅地建物取引業法第 78 条第１項

及び不動産特定共同事業法第 69 条第３項はこれらの法律の規定

が国及び地方公共団体には適用されない旨を規定しています。よ

って、宅地建物取引業法施行令第２条の５第 28 号及び不動産特

定共同事業法施行令第７条第 32 号の「許可」には核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 76 条の「承認」は

含まれません。 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 51 条

の 29 第１項の許可については、宅地建物取引業者及び不動産特

定共同事業者は、土地の取引の過程等において、指定廃棄物埋設

区域内の土地の所有者に確認すること等により把握することが

可能であるほか、原子力規制委員会に照会いただければお答えい

たします。 
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平成 30 年第 22回原子力規制委員会資料からの修正について 

 

１．核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則改正案の修正 

修 正 後 修 正 前 

改 正 後 改 正 前 

（埋設しようとする放射性廃棄物等の技

術上の基準） 

第八条 法第五十一条の六第二項に規定す

る技術上の基準（第二種廃棄物埋設の事

業に係るものに限る。）は、次の各号に

掲げる場合に応じ、当該各号に定めると

ころによる。 

一 中深度処分を行う場合 

［イ～ハ 略］ 

［二・三 略］ 

［２・３ 略］ 

（埋設しようとする放射性廃棄物等の技

術上の基準） 

第八条 法第五十一条の六第二項に規定す

る技術上の基準（第二種廃棄物埋設の事

業に係るものに限る。）は、次の各号に

掲げる場合に応じ、当該各号に定めると

ころによる。 

一 余裕深度処分を行う場合 

［イ～ハ 同上］ 

［二・三 同上］ 

［２・３ 同上］ 
 

（追加） 

 

２．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則改正案の修正 

修 正 後 修 正 前 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改 正 案 改 正 前 

（溶接の方法の認可） 

第二十九条 法第五十一条の九第二項の認

可を受けようとする者は、溶接施行工場

ごとに、次の各号に掲げる事項を記載し

た申請書を提出しなければならない。 

 

［一～五 略］ 

［２～４ 略］ 

（溶接の方法の認可） 

第二十九条 法第五十一条の九第二項の認

可を受けようとする者（第一種廃棄物埋

設事業者に限る。）は、溶接施行工場ご

とに、次の各号に掲げる事項を記載した

申請書を提出しなければならない。 

［一～五 同上］ 

［２～４ 同上］ 
 

別紙２ 
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改 正 後 改 正 前 

（溶接検査合格証等） 

第三十一条 原子力規制委員会は、法第五

十一条の九第一項又は第四項の検査（特

定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限

る。）を行い、合格と認めたときは、溶

接検査合格証を交付するとともに、その

溶接をした容器若しくは管を刻印又はこ

れに代わるもので示すものとする。 

（溶接検査合格証等） 

第三十一条 原子力規制委員会は、法第五

十一条の九第一項又は第四項の検査（特

定廃棄物埋設施設に係るものに限る。）

を行い、合格と認めたときは、溶接検査

合格証を交付するとともに、その溶接を

した容器若しくは管を刻印又はこれに代

わるもので示すものとする。 
 

改 正 案 改 正 前 

（溶接検査合格証等） 

第三十一条 原子力規制委員会は、法第五

十一条の九第一項又は第四項の特定第一

種廃棄物埋設施設を行い、合格と認めた

ときは、溶接検査合格証を交付するとと

もに、その溶接をした容器若しくは管を

刻印又はこれに代わるもので示すものと

する。 

（溶接検査合格証等） 

第三十一条 原子力規制委員会は、法第五

十一条の九第一項又は第四項の検査（特

定廃棄物埋設施設に係るものに限る。）

を行い、合格と認めたときは、溶接検査

合格証を交付するとともに、その溶接を

した容器若しくは管を刻印又はこれに代

わるもので示すものとする。 
 

（削除） （廃止措置計画の認可の基準） 

第八十二条 法第五十一条の二十五第三項

において準用する法第十二条の六第四項

に規定する原子力規制委員会規則で定め

る基準は、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

 

［一～三 略］ 

（廃止措置計画の認可の基準） 

第八十二条 法第五十一条の二十五第三項

において準用する法第十二条の六第四項

に規定する原子力規制委員会規則で定め

る基準（第一種廃棄物埋設の事業に係る

ものに限る。）は、次の各号に掲げると

おりとする。 

［一～三 同上］ 
 

３．指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則案の修正（下線部は修正部分） 

修 正 後 修 正 前 

（許可の申請書の添付図面の省略等） 

第二条 法第五十一条の二十九第一項の許可を受けた者が前条第一項各号に掲げる事項の

変更に係る許可の申請をする場合には、同条第二項の規定により申請書に添付しなけれ

ばならない図面のうちその変更に係るものを添付すれば足りる。 

２ （略） 

（許可の申請書の添付図面の省略等） 

第二条 法第五十一条の二十九第一項本文の許可を受けた者が前条第一項各号に掲げる事

項の変更に係る許可の申請をする場合には、同条第二項の規定により申請書に添付しな

ければならない図面のうちその変更係るものを添付すれば足りる。 

２ （略） 

様式第１（第４条関係） 

（裏面） 

第 51 条の 31 （略） 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

４･５ （略）  

様式第１（第４条関係） 

（裏面） 

第 51 条の 31 （略） 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

４･５ （略） 
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別紙３ 

改正法第２条に係る制定・改正予定の法令一覧 

 
改正法第２条の規定の施行等のために整備することが必要なものは以下に記

載のとおり。 

 

政令（別添１） 

１．原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令

の整備等に関する政令 

 

① 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和 32

政令第 324 号） 

② 宅地建物取引業法施行令（昭和 39 年政令第 383 号） 

③ 不動産特定共同事業法施行令（平成６年政令第 413 号） 

 

④ 原子力災害対策特別措置法施行令（平成 12 年政令第 195 号） 

※ ④については、行政手続法の規定により意見募集は不要 

 

規則（別添２） 

１．原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う原子力規

制委員会関係規則の整備等に関する規則 

 

① 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の

事業に関する規則（昭和 63 年総理府令第１号） 

② 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の

事業に関する規則（平成 20 年経済産業省令第 23 号） 

 

③ 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に

関する規則（昭和 63 年総理府令第 47 号） 

④ 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技

術基準に関する規則（平成４年総理府令第４号） 

⑤ 加工施設、再処理施設、特定廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設の

溶接の技術基準に関する規則（平成 12 年総理府令第 123 号） 

↓
意
見
募
集
の
対
象 

↓
意
見
募
集
の
対
象 
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１． 

１． 

⑥ 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能に係る技術基準に関

する規則（平成 25 年原子力規制委員会規則第 33 号） 

※ ③～⑥については、行政手続法の規定により意見募集は不要 

 

２．指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則 

 

３．国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令の一部

を改正する命令 

① 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令（平

成 25 年文部科学省、経済産業省令第２号） 

※３については、行政手続法の規定により意見募集は不要 

 

告示（別添３） 

１．核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量

限度等を定める告示の一部を改正する告示 

① 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく

線量限度等を定める告示（平成 27 年原子力規制委員会告示第８号） 

※ 上記告示については、行政手続法の規定により意見募集は不要 

 

なお、改正法第２条の規定のうち、廃止措置実施方針の作成及び公表に係る政

令等の改正については、平成 29 年 12 月 22 日に公布済みである。 

↓
意
見
募
集
の
対
象 

10



政
令
第

号

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
号
中
「
地
上
又
は
」
を
「
廃
棄
物
埋
設
施
設
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
廃

棄
物
埋
設
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
で
あ
つ
て
」
に
、
「
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
」
を
「
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
」
に
、
「
廃
棄

物
埋
設
施
設
」
を
「
も
の
の
う
ち
、
同
項
の
認
可
を
受
け
た
閉
鎖
措
置
計
画
に
従
つ
て
当
該
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
全
て
の
坑

道
に
つ
い
て
坑
道
の
埋
戻
し
及
び
坑
口
の
閉
塞
を
行
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三

別添１

1



号
を
同
条
第
二
号
と
す
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
五
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
八

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第

五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項
の
許
可

第
三
条
第
一
項
第
三
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
の
二

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項

（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
二

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第

五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項
の
許
可

2



（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
中
「
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
三
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

3



〇
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
廃
棄
事
業
に
係
る
防
護
措
置
が
必
要
な
場
合
）

（
廃
棄
事
業
に
係
る
防
護
措
置
が
必
要
な
場
合
）

第
三
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場

第
三
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場

合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

廃
棄
物
埋
設
施
設
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す

一

地
上
又
は
地
表
か
ら
深
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
地
下
に
設
置
さ
れ
た

る
廃
棄
物
埋
設
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
で
あ
つ
て
地
表
か
ら
深
さ
七
十

廃
棄
物
埋
設
施
設
に
お
い
て
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
場

メ
ー
ト
ル
以
上
の
地
下
に
設
置
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
同
項
の
認
可
を
受

合
（
当
該
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
が
固
体
状
の
物
（
ア
ル
フ
ァ
線
を

け
た
閉
鎖
措
置
計
画
に
従
つ
て
当
該
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
全
て
の
坑
道
に

放
出
す
る
放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
が
十
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
毎
ト
ン
を
超

つ
い
て
坑
道
の
埋
戻
し
及
び
坑
口
の
閉
塞
を
行
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
に

え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
含
ま
れ
る
場
合
を
除
く
。
）

お
い
て
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
場
合
（
当
該
防
護
対
象

特
定
核
燃
料
物
質
が
固
体
状
の
物
（
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物

質
の
放
射
能
濃
度
が
十
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
毎
ト
ン
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る

。
）
に
含
ま
れ
る
場
合
を
除
く
。
）

（
削
る
）

二

地
表
か
ら
深
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
地
下
に
設
置
さ
れ
た
廃
棄
物
埋

設
施
設
（
当
該
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
す
べ
て
の
坑
道
に
つ
い
て
坑
道
の
埋

戻
し
及
び
坑
口
の
閉
塞
を
行
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
防
護
対
象

そ
く

特
定
核
燃
料
物
質
を
取
り
扱
う
場
合

二

（
略
）

三

（
略
）

4



〇
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
十
三
条
等
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の
処
分
）

（
法
第
三
十
三
条
等
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の
処
分
）

第
二
条
の
五

法
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
六
条
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の

第
二
条
の
五

法
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
六
条
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の

処
分
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

処
分
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二
十
七

（
略
）

一
～
二
十
七

（
略
）

二
十
八

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（
新
設
）

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項

の
許
可

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
）

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
）

第
三
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
で
政
令
で
定

第
三
条

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
で
政
令
で
定

め
る
も
の
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
に
つ
い
て
は
、

め
る
も
の
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
貸
借
の
契
約
以
外
の
契
約
に
つ
い
て
は
、

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規

定
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
制
限
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
及
び
都

定
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
制
限
で
当
該
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
も
の
及
び
都

市
計
画
法
施
行
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
十
八
条
第
三
項

市
計
画
法
施
行
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
十
八
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
緑
地
地
域
内
に
お

の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
緑
地
地
域
内
に
お

け
る
建
築
物
又
は
土
地
に
関
す
る
工
事
若
し
く
は
権
利
に
関
す
る
制
限
（
同

け
る
建
築
物
又
は
土
地
に
関
す
る
工
事
若
し
く
は
権
利
に
関
す
る
制
限
（
同

法
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
八
条
第
三
項

法
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
八
条
第
三
項

の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
当
該
宅
地
又
は
建

の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
当
該
宅
地
又
は
建

物
に
係
る
も
の
と
す
る
。

物
に
係
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三
十

（
略
）

一
～
三
十

（
略
）

三
十
の
二

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法

（
新
設
）

律
第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項

5



三
十
一
～
三
十
七

（
略
）

三
十
一
～
三
十
七

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

6



〇
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
広
告
の
規
制
等
に
係
る
許
可
等
の
処
分
）

（
広
告
の
規
制
等
に
係
る
許
可
等
の
処
分
）

第
七
条

法
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
五
十

第
七
条

法
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
五
十

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等

の
処
分
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
処
分
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三
十
一

（
略
）

一
～
三
十
一

（
略
）

三
十
二

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（
新
設
）

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項

の
許
可

7



○
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
関
係
周
辺
都
道
府
県
知
事
の
要
件
）

（
関
係
周
辺
都
道
府
県
知
事
の
要
件
）

第
二
条
の
二

法
第
七
条
第
二
項
前
段
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
そ
の
区
域

第
二
条
の
二

法
第
七
条
第
二
項
前
段
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
そ
の
区
域

の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
原
子
力
事
業
所
（
発
電
用
原
子
炉
（
核
原
料
物
質

の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
原
子
力
事
業
所
（
発
電
用
原
子
炉
（
核
原
料
物
質

、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
を
い
う
。
以

第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
周

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
周

囲
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
に
あ
る
都
道
府
県
（
当
該
原
子
力
事
業
所

囲
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
に
あ
る
都
道
府
県
（
当
該
原
子
力
事
業
所

に
設
置
さ
れ
て
い
る
全
て
の
発
電
用
原
子
炉
が
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

に
設
置
さ
れ
て
い
る
全
て
の
発
電
用
原
子
炉
が
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

十
四
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し

十
三
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し

、
当
該
都
道
府
県
の
当
該
区
域
に
お
い
て
当
該
原
子
力
事
業
所
に
係
る
原
子

、
当
該
都
道
府
県
の
当
該
区
域
に
お
い
て
当
該
原
子
力
事
業
所
に
係
る
原
子

力
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
原
子
力
規
制
委
員
会
が
認
め
て
指
定

力
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
原
子
力
規
制
委
員
会
が
認
め
て
指
定

し
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
原
子
力
事
業
所
に
係
る
原
子
力
災

し
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
原
子
力
事
業
所
に
係
る
原
子
力
災

害
に
関
す
る
地
域
防
災
計
画
等
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律

害
に
関
す
る
地
域
防
災
計
画
等
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律

第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
十
号
ロ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
十
号
ロ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
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○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

号

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及

び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め

、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
原
子
力
規
制
委
員
会
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
三
十
年

月

日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

更
田

豊
志

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
原
子
力
規
制
委
員
会
関
係
規
則
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則

（
改
正
の
対
象
と
な
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
則
の
一
部
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
表
に
よ
り
改
正
す
る
。

別添２

1



一

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十

三
年
総
理
府
令
第
一
号
）

別
表
第
一

二

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
総

理
府
令
第
四
十
七
号
）

別
表
第
二

三

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四

年
総
理
府
令
第
四
号
）

別
表
第
三

四

加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
溶
接
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
三
号
）

別
表
第
四

五

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十

年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）

別
表
第
五

六

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子

力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
）

別
表
第
六

第
二
条

前
条
各
号
に
定
め
る
表
中
の
傍
線
及
び
二
重
傍
線
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

2



一

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し

た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。

二

条
項
番
号
そ
の
他
の
標
記
部
分
（
以
下
単
に
「
標
記
部
分
」
と
い
う
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
前
欄
及

び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
標
記
部
分
が
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
で
異
な
る
と
き
は
、
改

正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
と
し
て
移
動
す
る
こ
と
。

三

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
規
定
を
新
た
に
追
加
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

3



別
表
第
一

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
適
用
範
囲
）

（
適
用
範
囲
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
廃

に
規
定
す
る
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

棄
物
埋
設
事
業
者
が
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
お
い
て
行
う
第
二
種
廃
棄

物
埋
設
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条
の
二

［
略
］

第
一
条
の
二

［
同
上
］

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

「
中
深
度
処
分
」
と
は
、
地
表
か
ら
深
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
地
下

三

「
余
裕
深
度
処
分
」
と
は
、
地
表
か
ら
深
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
地

に
設
置
さ
れ
た
廃
棄
物
埋
設
地
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も

下
に
設
置
さ
れ
た
廃
棄
物
埋
設
地
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
放
射
性
廃
棄
物
を
埋
設
の
方
法
に

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
放
射
性
廃
棄
物
を
埋
設
の
方
法

よ
り
最
終
的
に
処
分
す
る
こ
と
を
い
う
。

に
よ
り
最
終
的
に
処
分
す
る
こ
と
を
い
う
。

四

「
ピ
ッ
ト
処
分
」
と
は
、
地
上
又
は
地
表
か
ら
深
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
未

四

「
ピ
ッ
ト
処
分
」
と
は
、
地
上
又
は
地
表
か
ら
深
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未

満
の
地
下
に
設
置
さ
れ
た
廃
棄
物
埋
設
地
に
お
い
て
別
表
第
一
の
上
欄
に

満
の
地
下
に
設
置
さ
れ
た
廃
棄
物
埋
設
地
に
お
い
て
別
表
第
一
の
上
欄
に

掲
げ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

掲
げ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
放
射
能
濃
度
を
超
え
な
い
放
射
性
廃
棄
物
を
埋
設
の
方
法
（
次

に
掲
げ
る
放
射
能
濃
度
を
超
え
な
い
放
射
性
廃
棄
物
を
埋
設
の
方
法
（
次

の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
最
終
的
に
処
分
す
る
こ
と
を
い

の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
限
る
。
）
に
よ
り
最
終
的
に
処
分
す
る
こ
と
を
い

う
。

う
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

五

「
ト
レ
ン
チ
処
分
」
と
は
、
地
上
又
は
地
表
か
ら
深
さ
七
十
メ
ー
ト
ル

五

「
ト
レ
ン
チ
処
分
」
と
は
、
地
上
又
は
地
表
か
ら
深
さ
五
十
メ
ー
ト
ル

未
満
の
地
下
に
設
置
さ
れ
た
廃
棄
物
埋
設
地
に
お
い
て
別
表
第
二
の
上
欄

未
満
の
地
下
に
設
置
さ
れ
た
廃
棄
物
埋
設
地
に
お
い
て
別
表
第
二
の
上
欄

に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
放
射
能
濃
度
を
超
え
な
い
放
射
性
廃
棄
物
を
埋
設
の
方
法
（

欄
に
掲
げ
る
放
射
能
濃
度
を
超
え
な
い
放
射
性
廃
棄
物
を
埋
設
の
方
法
（
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前
号
イ
及
び
ロ
の
方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
最
終
的
に
処
分
す
る
こ
と
を

前
号
イ
及
び
ロ
の
方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
最
終
的
に
処
分
す
る
こ
と
を

い
う
。

い
う
。

［
六
～
十
一

略
］

［
六
～
十
一

同
上
］

（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
の
申
請
書
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

第
二
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
三
号
の
廃
棄
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
性

一

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量

状
及
び
量
に
つ
い
て
は
、
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の

に
つ
い
て
は
、
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及
び

種
類
及
び
数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の

数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と

種
類
ご
と
の
最
大
放
射
能
濃
度
及
び
総
放
射
能
量
を
記
載
す
る
こ
と
。

の
最
大
放
射
能
濃
度
及
び
総
放
射
能
量
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構

二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構

造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

［
イ
～
ト

略
］

［
イ
～
ト

同
上
］

三

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
次

三

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
次

の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

四

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
五
号
の
変
更
予
定
時
期
に
つ
い
て
は
、

四

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
五
号
の
変
更
予
定
時
期
に
つ
い
て
は
、

放
射
能
の
減
衰
に
応
じ
て
行
う
周
辺
監
視
区
域
又
は
第
十
七
条
第
一
項
に

放
射
能
の
減
衰
に
応
じ
て
行
う
周
辺
監
視
区
域
又
は
第
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
措
置
の
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時
期
を
記

規
定
す
る
措
置
の
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時
期
を
記

載
す
る
こ
と
。

載
す
る
こ
と
。

五

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
六
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
工
事
計
画

五

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
六
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
工
事
計
画

に
つ
い
て
は
、
工
事
の
順
序
及
び
日
程
を
記
載
す
る
こ
と
。

に
つ
い
て
は
、
工
事
の
順
序
及
び
日
程
を
記
載
す
る
こ
と
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

令
第
三
十
三
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の

第
三
条

令
第
三
十
三
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

令
第
三
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条

一

令
第
三
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条
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の
二
第
三
項
第
三
号
の
廃
棄
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
の
変
更

の
二
第
二
項
第
三
号
の
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
の
変
更
に
係
る
場

に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の

合
に
あ
つ
て
は
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及
び

種
類
及
び
数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の

数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と

種
類
ご
と
の
最
大
放
射
能
濃
度
及
び
総
放
射
能
量
を
記
載
し
、
同
項
第
四

の
最
大
放
射
能
濃
度
及
び
総
放
射
能
量
を
記
載
し
、
同
項
第
四
号
の
廃
棄

号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に

物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は

あ
つ
て
は
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条

五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ

の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
前

つ
て
は
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五

条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条
の

十
一
条
の
二
第
三
項
第
五
号
の
変
更
予
定
時
期
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ

二
第
二
項
第
五
号
の
変
更
予
定
時
期
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
放

つ
て
は
放
射
能
の
減
衰
に
応
じ
て
行
う
周
辺
監
視
区
域
又
は
第
十
七
条
第

射
能
の
減
衰
に
応
じ
て
行
う
周
辺
監
視
区
域
又
は
第
十
七
条
第
一
項
に
規

一
項
に
規
定
す
る
措
置
の
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時

定
す
る
措
置
の
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時
期
を
記
載

期
を
記
載
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
の
技
術
上
の
基
準
）

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
の
技
術
上
の
基
準
）

第
八
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
（
第
二
種

第
八
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
（
第
二
種

廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

中
深
度
処
分
を
行
う
場
合

一

余
裕
深
度
処
分
を
行
う
場
合

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
放
射
性
物
質
の
種
類
等
）

第
二
十
二
条
の
五
の
二

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
原
子
力
規

［
条
を
加
え
る
。
］

制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
放
射
性
物
質
は
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射

性
物
質
と
し
、
同
項
の
人
の
健
康
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と

し
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
同
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物

質
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
濃
度
と
す
る

。
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（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条
の
七

［
略
］

第
二
十
二
条
の
七

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
す
る
期

一

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
す
る
期

間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

［
二
～
十

略
］

［
二
～
十

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
基
準
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
基
準
）

第
二
十
二
条
の
十

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
二
十
二
条
の
十

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
二
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基

第
十
二
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基

準
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号

準
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
す
る
期

一

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
す
る
期

間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条
の
十
三

［
略
］

第
二
十
二
条
の
十
三

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
す
る
期

一

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
措
置
を
実
施
す
る
期

間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
又
は
旧
廃
棄
事
業
者
等
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設

間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
又
は
旧
廃
棄
事
業
者
等
（
第
二
種
廃
棄
物
埋
設

事
業
者
に
係
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
地
を
廃

事
業
者
に
係
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
地
を
廃

止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
を
行
う
ま
で
の
間
に
他
の
第
二
種
廃
棄
物
埋

止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
を
行
う
ま
で
の
間
に
他
の
第
二
種
廃
棄
物
埋

設
事
業
者
に
譲
り
渡
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

設
事
業
者
に
譲
り
渡
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

［
二
～
十

略
］

［
二
～
十

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］
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（
指
定
廃
棄
物
埋
設
区
域
に
関
し
記
録
す
べ
き
事
項
）

第
二
十
二
条
の
十
六
の
二

法
第
五
十
一
条
の
二
十
八
第
一
項
（
法
第
五
十
一

［
条
を
加
え
る
。
］

条
の
二
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

廃
棄
物
埋
設
地
の
位
置
に
関
す
る
事
項

二

廃
棄
し
た
放
射
性
廃
棄
物
の
性
状
及
び
量
に
関
す
る
事
項

三

第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評
価
等

の
結
果
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
に
規
定
す
る
廃
止
措
置
計
画

を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
に
講
じ
た
も
の
に
限
る
。
）

四

そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
指
定
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
指
定
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
二
十
二
条
の
十
六
の
三

［
略
］

第
二
十
二
条
の
十
六
の
二

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
二

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
の
申
請
書
（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
係

第
二
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る

る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る

。

。

一

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
三
号
の
廃
棄
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
性

一

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量

状
及
び
量
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
管
理
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及

に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
管
理
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量
並

び
数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご

び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と
の
最
大

と
の
最
大
放
射
能
濃
度
を
記
載
す
る
こ
と
。

放
射
能
濃
度
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
廃
棄
物
管
理
施
設
の
位
置
、
構

二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
物
管
理
施
設
の
位
置
、
構

造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

［
イ
～
ト

略
］

［
イ
～
ト

同
上
］

三

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
次

三

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
次

の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

の
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

四

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
六
号
の
廃
棄
物
管
理
施
設
の
工
事
計
画

四

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
六
号
の
廃
棄
物
管
理
施
設
の
工
事
計
画

に
つ
い
て
は
、
工
事
の
順
序
及
び
日
程
を
記
載
す
る
こ
と
。

に
つ
い
て
は
、
工
事
の
順
序
及
び
日
程
を
記
載
す
る
こ
と
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

令
第
三
十
三
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に

第
三
条

令
第
三
十
三
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
（
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す

係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一

令
第
三
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条

一

令
第
三
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条

の
二
第
三
項
第
三
号
の
廃
棄
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
の
変
更

の
二
第
二
項
第
三
号
の
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
の
変
更
に
係
る
場

に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
廃
棄
物
管
理
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及

合
に
あ
つ
て
は
廃
棄
物
管
理
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量
並

び
数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご

び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と
の
最
大

と
の
最
大
放
射
能
濃
度
を
記
載
し
、
同
項
第
四
号
の
廃
棄
物
管
理
施
設
の

放
射
能
濃
度
を
記
載
し
、
同
項
第
四
号
の
廃
棄
物
管
理
施
設
の
位
置
、
構
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位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
前
条
第
一
項
第

造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲

二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第

げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃

四
号
の
廃
棄
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
前
条
第
一
項
第
三

棄
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ

号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

る
区
分
に
よ
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

10



別
表
第
三

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係

）

改

正

後

改

正

前

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事

び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

（
特
殊
な
方
法
に
よ
る
施
設
）

（
特
殊
な
方
法
に
よ
る
施
設
）

第
二
条

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又

第
二
条

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定

は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
施
設
す
る
こ
と
に
つ
き
特
別
の
理
由
が
あ
る
場

廃
棄
物
管
理
施
設
を
施
設
す
る
こ
と
に
つ
き
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
あ

合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
て
、
こ
の
規
則
の
規

っ
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ

定
に
よ
ら
な
い
で
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施

ら
な
い
で
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
施
設
す
る

設
を
施
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
三
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
が
火
災

第
三
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
が
火
災
又
は
爆

又
は
爆
発
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又

発
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物

は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ

管
理
施
設
の
安
全
性
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
必

る
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
（
自
動
火
災
報
知
設

要
に
応
じ
て
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
（
自
動
火
災
報
知
設
備
、
漏
電
火
災

備
、
漏
電
火
災
警
報
器
そ
の
他
の
火
災
及
び
爆
発
の
発
生
を
自
動
的
に
検
知

警
報
器
そ
の
他
の
火
災
及
び
爆
発
の
発
生
を
自
動
的
に
検
知
し
、
警
報
を
発

し
、
警
報
を
発
す
る
設
備
に
限
る
。
）
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
設
備
に
限
る
。
）
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
は
、
そ
の
故
障
、
損
壊
又
は
異
常
な
作

２

前
項
の
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
は
、
そ
の
故
障
、
損
壊
又
は
異
常
な
作

動
に
よ
り
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安

動
に
よ
り
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
に

全
性
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］

（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
地
盤
）

（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
地
盤
）

第
四
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次

第
四
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次
条
第
一
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条
第
一
項
の
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該
施
設
を
十
分
に
支

項
の
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
と
が
で
き
る
地
盤
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
四
条
の
二

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は

第
四
条
の
二

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
地
震

、
地
震
の
発
生
に
よ
っ
て
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
当
該
施
設
の
安
全
機
能
の

の
発
生
に
よ
っ
て
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
当
該
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
に

喪
失
に
起
因
す
る
放
射
線
に
よ
る
公
衆
へ
の
影
響
の
程
度
に
応
じ
て
算
定
す

起
因
す
る
放
射
線
に
よ
る
公
衆
へ
の
影
響
の
程
度
に
応
じ
て
算
定
す
る
地
震

る
地
震
力
（
安
全
上
重
要
な
施
設
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
安
全

力
（
安
全
上
重
要
な
施
設
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
安
全
上
重
要

上
重
要
な
施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
地
震
に
よ
る
加
速

な
施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
地
震
に
よ
る
加
速
度
に
よ

度
に
よ
っ
て
作
用
す
る
地
震
力
を
含
む
。
）
に
よ
る
損
壊
に
よ
り
公
衆
に
放

っ
て
作
用
す
る
地
震
力
を
含
む
。
）
に
よ
る
損
壊
に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障

射
線
障
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
四
条
の
三

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
が

第
四
条
の
三

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
が
そ
の
供

そ
の
供
用
中
に
当
該
施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
津
波
に

用
中
に
当
該
施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
津
波
に
よ
り
そ

よ
り
そ
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他

の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切

の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
四
条
の
四

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
が

第
四
条
の
四

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
が
想
定
さ

想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
（
地
震
及
び
津
波
を
除
く
。
）
に
よ
り
そ
の
安
全
性

れ
る
自
然
現
象
（
地
震
及
び
津
波
を
除
く
。
）
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な

を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
、
基
礎
地
盤
の
改
良
そ
の
他

う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
、
基
礎
地
盤
の
改
良
そ
の
他
の
適
切

の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

周
辺
監
視
区
域
に
隣
接
す
る
地
域
に
事
業
所
、
鉄
道
、
道
路
そ
の
他
の
外

２

周
辺
監
視
区
域
に
隣
接
す
る
地
域
に
事
業
所
、
鉄
道
、
道
路
そ
の
他
の
外

部
か
ら
の
衝
撃
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
要
因
が
あ
る
場
合
に
は
、
事
業

部
か
ら
の
衝
撃
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
要
因
が
あ
る
場
合
に
は
、
事
業

所
に
お
け
る
火
災
又
は
爆
発
事
故
、
危
険
物
を
搭
載
し
た
車
両
、
船
舶
又
は

所
に
お
け
る
火
災
又
は
爆
発
事
故
、
危
険
物
を
搭
載
し
た
車
両
、
船
舶
又
は

航
空
機
の
事
故
そ
の
他
の
敷
地
及
び
敷
地
周
辺
の
状
況
か
ら
想
定
さ
れ
る
事

航
空
機
の
事
故
そ
の
他
の
敷
地
及
び
敷
地
周
辺
の
状
況
か
ら
想
定
さ
れ
る
事

象
で
あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
特

象
で
あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
特

定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
が
損
な

定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な

わ
れ
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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な
い
。

（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
へ
の
人
の
不

（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵

法
な
侵
入
等
の
防
止
）

入
等
の
防
止
）

第
四
条
の
五

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を

第
四
条
の
五

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
す

設
置
す
る
事
業
所
（
以
下
「
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
は
、
特
定
第
一
種
廃

る
事
業
所
（
以
下
「
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
は
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設

棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
、
特
定

又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
不
正
に
爆
発
性
又

設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
不
正
に
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物

は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え
、
又
は
他
の
物
件
を
損

件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え
、
又
は
他
の
物
件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
行

物
件
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行

為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条

百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。

第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
を
防
止
す
る
た
め
、

）
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
核
燃
料
物
質
の
臨
界
防
止
）

（
核
燃
料
物
質
の
臨
界
防
止
）

第
四
条
の
六

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は

第
四
条
の
六

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
核
燃

、
核
燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
臨
界
を
防
止

料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
臨
界
を
防
止
す
る
た

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
材
料
及
び
構
造
）

（
材
料
及
び
構
造
）

第
五
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す

第
五
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
容
器

る
容
器
及
び
管
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
す
る
構
造
物
の
う
ち
、
特
定
第
一
種

及
び
管
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
す
る
構
造
物
の
う
ち
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施

廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で

設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
（

重
要
な
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
及

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
及
び
構
造
は
、
当

び
構
造
は
、
当
該
容
器
等
が
そ
の
設
計
上
要
求
さ
れ
る
強
度
及
び
耐
食
性
を

該
容
器
等
が
そ
の
設
計
上
要
求
さ
れ
る
強
度
及
び
耐
食
性
を
確
保
で
き
る
も

確
保
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
容

２

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
容
器
及
び

器
及
び
管
の
う
ち
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理

管
の
う
ち
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性

施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
は
、
適
切
な
耐
圧
試
験
又
は

を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
は
、
適
切
な
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を

漏
え
い
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
耐
え
、
か
つ
、
著
し
い
漏
え
い
が
な

行
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
耐
え
、
か
つ
、
著
し
い
漏
え
い
が
な
い
よ
う
に
施
設

い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

第
六
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次

第
六
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次
に
掲
げ

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機

め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

能
を
保
持
す
る
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

（
遮
蔽
）

（
遮
蔽
）

第
七
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
当

第
七
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
当
該
施
設

該
施
設
か
ら
の
直
接
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
線
に
よ
る
事
業
所
周
辺
の
線

か
ら
の
直
接
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
線
に
よ
る
事
業
所
周
辺
の
線
量
が
原

量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
を
十
分
下
回
る
よ
う
に
施
設

子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
を
十
分
下
回
る
よ
う
に
施
設
し
な
け

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
換
気
）

（
換
気
）

第
八
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
内
の
放

第
八
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
内
の
放
射
性
廃

射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必

棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が
あ

要
が
あ
る
場
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
気
設
備
を
施
設
し
な

る
場
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
気
設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

（
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
の
防
止
）

（
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
の
防
止
）

第
九
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
う
ち

第
九
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
う
ち
人
が
頻

人
が
頻
繁
に
出
入
り
す
る
建
物
内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
の
部
分
で
あ
っ
て
、

繁
に
出
入
り
す
る
建
物
内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
の
部
分
で
あ
っ
て
、
放
射
性

放
射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
人
が
触
れ
る

廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
人
が
触
れ
る
お
そ
れ

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
表
面
は
、
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
を
除
去
し
や

が
あ
る
も
の
の
表
面
は
、
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
を
除
去
し
や
す
い
も

す
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
入
施
設
又
は
管
理
施
設
）

（
受
入
施
設
又
は
管
理
施
設
）

第
十
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
う
ち
放
射
性
廃
棄
物
を
受
け
入
れ

第
十
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
う
ち
放
射
性
廃
棄
物
を
受
け
入
れ
る
設
備

る
設
備
で
あ
っ
て
、
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
及
び
放
射
線
の
照
射
に
よ
り

で
あ
っ
て
、
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
及
び
放
射
線
の
照
射
に
よ
り
発
生
す
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発
生
す
る
熱
に
よ
っ
て
過
熱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
冷
却
の
た
め
の

る
熱
に
よ
っ
て
過
熱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
冷
却
の
た
め
の
必
要
な

必
要
な
措
置
を
講
じ
得
る
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
を
講
じ
得
る
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
処
理
施
設
及
び
廃
棄
施
設
）

（
処
理
施
設
及
び
廃
棄
施
設
）

第
十
一
条

放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄

第
十
一
条

放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄

す
る
設
備
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば

す
る
設
備
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
施
設
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る

一

周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る

水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め

水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め

る
値
以
下
に
な
る
よ
う
に
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄

る
値
以
下
に
な
る
よ
う
に
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理

物
管
理
施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
能
力
を
有

施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
能
力
を
有
す
る
も

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）

（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）

第
十
二
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
を
他
の
原
子
力
施
設
と
共
用
し
、
又
は

第
十
二
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
を
他
の
原
子
力
施
設
と
共
用
し
、
又
は

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
属
す
る
設
備
を
一
の
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
に
属
す
る
設
備
を
一
の
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又

施
設
又
は
一
の
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
い
て
共
用
す
る
場
合
に
は
、
特

は
一
の
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
い
て
共
用
す
る
場
合
に
は
、
特
定
廃
棄

定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な

物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に

わ
な
い
よ
う
に
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

安
全
上
重
要
な
施
設
又
は
当
該
施
設
が
属
す
る
系
統
は
、
前
項
の
規
定
の

３

安
全
上
重
要
な
施
設
又
は
当
該
施
設
が
属
す
る
系
統
は
、
前
項
の
規
定
の

ほ
か
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全

ほ
か
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
確

性
を
確
保
す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
多
重
性

保
す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
多
重
性
を
有
し

を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
計
測
制
御
系
統
施
設
）

（
計
測
制
御
系
統
施
設
）

第
十
四
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は

第
十
四
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
そ
の

、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
特
定
第
一
種

設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
特
定
廃
棄
物
埋
設
施

15



廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う

設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ

お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
、
次
条
第
一
項
第
二
号
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
若
し

た
と
き
、
次
条
第
一
項
第
二
号
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
若
し
く
は
同
項
第
四

く
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
線
量
当
量
が
著
し
く
上
昇
し
た
と
き
又
は
液

号
に
規
定
す
る
線
量
当
量
が
著
し
く
上
昇
し
た
と
き
又
は
液
体
状
の
放
射
性

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
か
ら
液
体
状
の
放
射
性
物
質
が
著
し
く

廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
か
ら
液
体
状
の
放
射
性
物
質
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お

漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
を
確
実
に
検
知
し
て
速
や

そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
を
確
実
に
検
知
し
て
速
や
か
に
警
報
す
る

か
に
警
報
す
る
設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
そ
の

２

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
そ
の
設
備
の

設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
特
定
第
一
種
廃
棄
物

機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は

埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き

が
生
じ
た
と
き
に
、
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
能

に
、
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
能
力
の
維
持
又
は

力
の
維
持
又
は
火
災
若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
た
め
の
設
備
を
速
や
か
に
作

火
災
若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
た
め
の
設
備
を
速
や
か
に
作
動
さ
せ
る
必
要

動
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
設
備
の
作
動
を
速
や
か
に
、
か
つ

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
設
備
の
作
動
を
速
や
か
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
開

、
自
動
的
に
開
始
さ
せ
る
回
路
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

始
さ
せ
る
回
路
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
備
電
源
）

（
予
備
電
源
）

第
十
六
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は

第
十
六
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
外
部

、
外
部
電
源
系
統
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
監
視

電
源
系
統
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
監
視
設
備
そ

設
備
そ
の
他
必
要
な
設
備
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
予
備
電
源
を
施
設
し

の
他
必
要
な
設
備
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
予
備
電
源
を
施
設
し
な
け
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
通
信
連
絡
設
備
等
）

（
通
信
連
絡
設
備
等
）

第
十
七
条

［
１
・
２

略
］

第
十
七
条

［
１
・
２

同
上
］

３

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
事
業

３

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
事
業
所
内
の

所
内
の
人
の
退
避
の
た
め
の
設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
の
退
避
の
た
め
の
設
備
を
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
四

加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
溶
接
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第

一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定

加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物

廃
棄
物
管
理
施
設
の
溶
接
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

管
理
施
設
の
溶
接
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

目
次

目
次

第
一
章

［
略
］

第
一
章

［
同
上
］

第
二
章

［
略
］

第
二
章

［
同
上
］

第
三
章

［
略
］

第
三
章

［
同
上
］

第
四
章

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
（
第

第
四
章

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
（
第
十
五
条

十
五
条
）

）

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
二
十
四

略
］

［
一
～
二
十
四

同
上
］

二
十
五

「
廃
棄
第
一
種
機
器
」
と
は
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又

二
十
五

「
廃
棄
第
一
種
機
器
」
と
は
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定

は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
っ
て
、
ダ
ク
ト
以

廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
っ
て
、
ダ
ク
ト
以
外
の
も

外
の
も
の
を
い
う
。

の
を
い
う
。

［
二
十
六
・
二
十
七

略
］

［
二
十
六
・
二
十
七

同
上
］

二
十
八

「
廃
棄
第
二
種
管
」
と
は
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は

二
十
八

「
廃
棄
第
二
種
管
」
と
は
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
管
の
う
ち
、
ダ
ク
ト
を
い
う
。

棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
管
の
う
ち
、
ダ
ク
ト
を
い
う
。

（
特
殊
な
方
法
に
よ
る
溶
接
）

（
特
殊
な
方
法
に
よ
る
溶
接
）

第
二
条

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定

第
二
条

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
溶
接
を
す
る
こ
と

廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
溶
接
を
す
る
こ
と
に
つ
き
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に
つ
き
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認

特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受

可
を
受
け
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設

け
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
、
特
定

、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
溶
接
を
す

廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
溶
接
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

第
四
章

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設

第
四
章

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設

（
準
用
）

（
準
用
）

第
十
五
条

第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
条

第
十
五
条

第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
条

か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定

か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物

廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
の
溶
接
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

管
理
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
の
溶
接
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
中
「
加
工
第
一
種
機
器
及
び
加
工
第
二
種
機
器

に
お
い
て
、
第
九
条
中
「
加
工
第
一
種
機
器
及
び
加
工
第
二
種
機
器
」
と
あ

」
と
あ
り
、
及
び
第
十
二
条
中
「
再
処
理
第
一
種
機
器
、
再
処
理
第
二
種
機

り
、
第
十
二
条
中
「
再
処
理
第
一
種
機
器
、
再
処
理
第
二
種
機
器
、
再
処
理

器
、
再
処
理
第
三
種
機
器
及
び
再
処
理
第
四
種
機
器
」
と
あ
る
の
は
、
「
廃

第
三
種
機
器
及
び
再
処
理
第
四
種
機
器
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
第
一
種
機
器

棄
第
一
種
機
器
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

18



別
表
第
五

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
適
用
範
囲
）

（
適
用
範
囲
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
廃

に
規
定
す
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

棄
物
埋
設
事
業
者
が
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
お
い
て
第
二
種
廃
棄
物
埋

設
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
の
事
業
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
同
上
］

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

「
周
辺
監
視
区
域
」
と
は
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
そ
の
周
辺

四

「
周
辺
監
視
区
域
」
と
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
そ
の
周
辺
の
区
域

の
区
域
（
管
理
区
域
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
の
外
側
の
い
か

（
管
理
区
域
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
の
外
側
の
い
か
な
る
場

な
る
場
所
に
お
い
て
も
そ
の
場
所
に
お
け
る
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会

所
に
お
い
て
も
そ
の
場
所
に
お
け
る
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め

の
定
め
る
線
量
限
度
を
超
え
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
い
う
。

る
線
量
限
度
を
超
え
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
い
う
。

五

［
略
］

五

［
同
上
］

六

「
放
射
線
業
務
従
事
者
」
と
は
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
、

六

「
放
射
線
業
務
従
事
者
」
と
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
、
核
燃
料

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
又
は
廃
棄
等
の
業
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
、

物
質
等
の
運
搬
又
は
廃
棄
等
の
業
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
、
管
理
区

管
理
区
域
に
立
ち
入
る
も
の
を
い
う
。

域
に
立
ち
入
る
も
の
を
い
う
。

七

［
略
］

七

［
同
上
］

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
の
申
請
書
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

第
三
条

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の

業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。
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一

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
三
号
の
廃
棄
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
性

一

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量

状
及
び
量
に
つ
い
て
は
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の

に
つ
い
て
は
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及
び

種
類
及
び
数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の

数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と

種
類
ご
と
の
最
大
放
射
能
濃
度
及
び
総
放
射
能
量
を
記
載
す
る
こ
と
。

の
最
大
放
射
能
濃
度
及
び
総
放
射
能
量
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構

二

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構

造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
っ
て
記
載
す
る
こ
と
。

造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
の
区
分
に
よ
っ
て
記
載
す
る
こ
と
。

イ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置

イ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置

［
略
］

［
同
上
］

(1)

(1)

敷
地
内
に
お
け
る
主
要
な
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置

敷
地
内
に
お
け
る
主
要
な
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置

(2)

(2)

ロ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
一
般
構
造

ロ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
一
般
構
造

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(1)

(5)

(1)

(5)

［
ハ
～
リ

略
］

［
ハ
～
リ

同
上
］

三

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
次

三

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
次

の
区
分
に
よ
っ
て
記
載
す
る
こ
と
。

の
区
分
に
よ
っ
て
記
載
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

四

法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
六
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
工
事
計
画

四

法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
六
号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
工
事
計
画

に
つ
い
て
は
、
工
事
の
順
序
及
び
日
程
を
記
載
す
る
こ
と
。

に
つ
い
て
は
、
工
事
の
順
序
及
び
日
程
を
記
載
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
二

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
二

項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書

項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
所
に
お
け
る
気
象

三

廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
所
に
お
け
る
気
象
、
地
盤

、
地
盤
、
水
理
、
地
震
、
社
会
環
境
等
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書

、
水
理
、
地
震
、
社
会
環
境
等
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書

四

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
所
の
中
心
か
ら
五

四

廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
所
の
中
心
か
ら
五
キ
ロ
メ

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
域
を
含
む
縮
尺
五
万
分
の
一
の
地
図

ー
ト
ル
以
内
の
地
域
を
含
む
縮
尺
五
万
分
の
一
の
地
図

五

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
安
全
設
計
に
関
す
る
説
明
書
（
主
要
な
設

五

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
安
全
設
計
に
関
す
る
説
明
書
（
主
要
な
設
備
の
配

備
の
配
置
図
を
含
む
。
）

置
図
を
含
む
。
）

六

［
略
］

六

［
同
上
］

七

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
設
備
の
操
作
上
の
過
失
、
機
械
又
は

七

廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
設
備
の
操
作
上
の
過
失
、
機
械
又
は
装
置
の

装
置
の
故
障
、
浸
水
、
地
震
、
火
災
等
が
あ
っ
た
場
合
に
発
生
す
る
こ
と

故
障
、
浸
水
、
地
震
、
火
災
等
が
あ
っ
た
場
合
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
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が
想
定
さ
れ
る
事
故
の
種
類
、
程
度
、
影
響
等
に
関
す
る
説
明
書

る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
事
故
の
種
類
、
程
度
、
影
響
等
に
関
す
る
説
明
書

［
八
・
九

略
］

［
八
・
九

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
四
条

令
第
三
十
三
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の

第
四
条

令
第
三
十
三
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も

事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

令
第
三
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条

一

令
第
三
十
三
条
第
三
号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
一
条

の
二
第
三
項
第
三
号
の
廃
棄
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
の
変
更

の
二
第
二
項
第
三
号
の
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
の
変
更
に
係
る
場

に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の

合
に
あ
っ
て
は
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及
び

種
類
及
び
数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の

数
量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と

種
類
ご
と
の
最
大
放
射
能
濃
度
及
び
総
放
射
能
量
を
記
載
し
、
同
項
第
四

の
最
大
放
射
能
濃
度
及
び
総
放
射
能
量
を
記
載
し
、
同
項
第
四
号
の
廃
棄

号
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に

物
埋
設
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は

あ
っ
て
は
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
し
、
法
第

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
し
、
法
第
五
十
一
条

五
十
一
条
の
二
第
三
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ

の
二
第
二
項
第
四
号
の
廃
棄
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
前

っ
て
は
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
す
る
こ
と
。

条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
っ
て
記
載
す
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

一

次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

イ

変
更
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
よ
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

イ

変
更
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
よ
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業

の
事
業
の
開
始
の
予
定
時
期

の
開
始
の
予
定
時
期

ロ

変
更
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
よ
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

ロ

変
更
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
よ
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業

の
事
業
の
開
始
の
日
を
含
む
事
業
年
度
以
後
の
毎
事
業
年
度
の
放
射
性

の
開
始
の
日
を
含
む
事
業
年
度
以
後
の
毎
事
業
年
度
の
放
射
性
廃
棄
物

廃
棄
物
の
受
入
計
画
及
び
予
定
埋
設
数
量

の
受
入
計
画
及
び
予
定
埋
設
数
量

［
ハ
・
ニ

略
］

［
ハ
・
ニ

同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

三

変
更
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
場
所
に
お
け
る
気
象
、
地
盤

三

変
更
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
場
所
に
お
け
る
気
象
、
地
盤
、
水
理

、
水
理
、
地
震
、
社
会
環
境
等
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書

、
地
震
、
社
会
環
境
等
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書

四

変
更
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
設
置
の
場
所
の
中
心
か
ら
五

四

変
更
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
設
置
の
場
所
の
中
心
か
ら
五
キ
ロ
メ
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キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
域
を
含
む
縮
尺
五
万
分
の
一
の
地
図

ー
ト
ル
以
内
の
地
域
を
含
む
縮
尺
五
万
分
の
一
の
地
図

五

変
更
後
に
お
け
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
安
全
設
計
に
関
す
る
説

五

変
更
後
に
お
け
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
安
全
設
計
に
関
す
る
説
明
書
（

明
書
（
主
要
な
設
備
の
配
置
図
を
含
む
。
）

主
要
な
設
備
の
配
置
図
を
含
む
。
）

六

［
略
］

六

［
同
上
］

七

変
更
後
に
お
け
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
設
備
の
操
作
上
の

七

変
更
後
に
お
け
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
設
備
の
操
作
上
の
過
失
、

過
失
、
機
械
又
は
装
置
の
故
障
、
浸
水
、
地
震
、
火
災
等
が
あ
っ
た
場
合

機
械
又
は
装
置
の
故
障
、
浸
水
、
地
震
、
火
災
等
が
あ
っ
た
場
合
に
発
生

に
発
生
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
事
故
の
種
類
、
程
度
、
影
響
等
に
関
す

す
る
と
想
定
さ
れ
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
事
故
の
種
類
、
程
度
、
影
響
等

る
説
明
書

に
関
す
る
説
明
書

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認
の
申
請

の
申
請
）

）

第
五
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

第
五
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

に
関
す
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書

に
関
す
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
設
計
図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算
書
並
び

一

当
該
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
設
計
図
、
構
造
図
及
び
設
計
計
算
書
並
び
に

に
廃
棄
物
埋
設
地
に
あ
っ
て
は
、
当
該
廃
棄
物
埋
設
地
の
場
所
に
お
け
る

廃
棄
物
埋
設
地
に
あ
っ
て
は
、
当
該
廃
棄
物
埋
設
地
の
場
所
に
お
け
る
地

地
形
、
地
質
及
び
地
下
水
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
図
面

形
、
地
質
及
び
地
下
水
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
及
び
図
面

二

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
付
近
の
見
取
図

二

当
該
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
付
近
の
見
取
図

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認
の
実
施

の
実
施
）

）

第
六
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に

第
六
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に

関
す
る
確
認
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め

関
す
る
確
認
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め

る
と
き
に
行
う
。

る
と
き
に
行
う
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準
）

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
の
技
術
上
の
基
準
）

22



第
七
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

第
七
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事

で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

業
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

埋
設
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た

三

埋
設
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所

事
業
所
に
埋
設
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類

に
埋
設
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と
の

ご
と
の
放
射
能
の
総
量
が
、
許
可
申
請
書
等
に
記
載
し
た
放
射
性
物
質
の

放
射
能
の
総
量
が
、
許
可
申
請
書
等
に
記
載
し
た
放
射
性
物
質
の
種
類
ご

種
類
ご
と
の
総
放
射
能
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

と
の
総
放
射
能
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認
実
施
要

実
施
要
領
書
）

領
書
）

第
九
条

［
略
］

第
九
条

［
同
上
］

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関

す
る
確
認
の
申
請
）

す
る
確
認
の
申
請
）

第
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
埋
設
し
よ
う
と
す

第
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
埋
設
し
よ
う
と
す

る
放
射
性
廃
棄
物
及
び
こ
れ
に
関
す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
に
係
る
第
一
種

る
放
射
性
廃
棄
物
等
に
係
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認
を
受
け
よ

廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委

を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
の
技
術
上
の
基
準
）

（
埋
設
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
廃
棄
物
等
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
二
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規

第
十
二
条

法
第
五
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
（
第
一

則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に

種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
）

（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
）

第
十
四
条

［
略
］

第
十
四
条

［
同
上
］
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（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
の
申
請
）

第
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
第
一
種
廃
棄

第
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
廃
棄
物
埋
設

物
埋
設
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る

施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
（
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
特
定
廃

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
で
あ
っ
て
溶
接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接

棄
物
埋
設
施
設
で
あ
っ
て
溶
接
を
す
る
も
の
に
関
す
る
溶
接
の
方
法
を
除
く

の
方
法
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
す
る
事
業
所
（
特
定
第
一
種
廃

二

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
す
る
事
業
所
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設

棄
物
埋
設
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
業
所

の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
業
所
）
の
名
称
及
び

）
の
名
称
及
び
所
在
地

所
在
地

三

次
の
区
分
に
よ
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び

三

次
の
区
分
に
よ
る
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の

工
事
の
方
法
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て

方
法
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更

は
、
当
該
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

［
イ
～
ホ

略
］

［
イ
～
ホ

同
上
］

四

［
略
］

四

［
同
上
］

五

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
の

五

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
の
理
由

理
由

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
特

第
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
受
け
た
特

定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
つ
い
て
変

定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
つ
い
て
変
更
の
認

更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
る
特
定
第
一
種

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
る
特
定
廃
棄
物

廃
棄
物
埋
設
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法

埋
設
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］
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（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

（
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
係
る
軽
微
な
変
更
）

第
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制

第
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の

委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
項

に
限
る
。
）
は
、
設
備
又
は
機
器
の
配
置
の
変
更
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
項

の
認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
放

の
認
可
又
は
同
条
第
二
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
放

射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
の
値
を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ

射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
の
値
を
大
き
く
し
な
い
も
の
そ

の
他
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

の
他
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
上
支
障
の
な
い
変
更
と
す
る
。

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

（
使
用
前
検
査
の
申
請
）

第
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
検
査
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

第
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に

施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
使
用
前
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
使
用
前
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す

う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
す
る
事
業
所
（
特
定
第
一
種
廃

二

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
す
る
事
業
所
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設

棄
物
埋
設
施
設
の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
業
所

の
変
更
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
業
所
）
の
名
称
及
び

）
の
名
称
及
び
所
在
地

所
在
地

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

五

申
請
に
係
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
使
用
の
開
始
の
予
定
時

五

申
請
に
係
る
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
使
用
の
開
始
の
予
定
時
期

期

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
十
九
条

使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各

第
十
九
条

使
用
前
検
査
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

号
に
定
め
る
と
き
に
行
う
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
性
能
に
関
す
る
事
項

特
定
第
一
種

四

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
性
能
に
関
す
る
事
項

特
定
廃
棄
物
埋
設
施

廃
棄
物
埋
設
施
設
が
完
成
し
た
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適

設
が
完
成
し
た
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と

当
と
認
め
る
と
き
。

き
。
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（
溶
接
検
査
を
受
け
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
）

（
溶
接
検
査
を
受
け
る
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
）

第
二
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

第
二
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

め
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

め
る
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
溶
接
検
査
の
申
請
）

（
溶
接
検
査
の
申
請
）

第
二
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
第
一
種
廃
棄

第
二
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
廃
棄
物
埋
設

物
埋
設
施
設
の
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

施
設
の
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ら
な
い
。

。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
二
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
検
査
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋

第
二
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設

設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
ご
と
に
行

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
ご
と
に
行
う
。

う
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

（
溶
接
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

（
溶
接
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

第
二
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
場
合
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る

規
則
で
定
め
る
場
合
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は

。
）
は
、
漏
止
め
溶
接
の
み
を
し
た
第
二
十
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
容
器

、
漏
止
め
溶
接
の
み
を
し
た
第
二
十
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管

又
は
管
（
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
そ
の
溶
接
の
み
を
新
た
に
す
る
も
の
を
含
む

（
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
そ
の
溶
接
の
み
を
新
た
に
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を

。
）
を
使
用
す
る
場
合
と
す
る
。

使
用
す
る
場
合
と
す
る
。

（
溶
接
の
方
法
の
認
可
）

（
溶
接
の
方
法
の
認
可
）

第
二
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

第
二
十
九
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（

、
溶
接
施
行
工
場
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
溶
接
施
行
工
場
ご
と
に
、
次

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
輸
入
品
の
溶
接
検
査
）

（
輸
入
品
の
溶
接
検
査
）

第
三
十
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
溶
接
を
し
た
特
定
第

第
三
十
条

法
第
五
十
一
条
の
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
溶
接
を
し
た
特
定
廃

一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
で
あ
っ
て
輸
入
し
た
も
の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
検

棄
物
埋
設
施
設
で
あ
っ
て
輸
入
し
た
も
の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規

子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

第
三
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
又
は
第

第
三
十
一
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
又
は
第

四
項
の
検
査
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を

四
項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
い
、

行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
と
と
も
に

合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
若
し
く
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で

溶
接
を
し
た
容
器
若
し
く
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
示
す
も

示
す
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
）

（
施
設
定
期
検
査
を
受
け
る
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
）

第
三
十
二
条

［
略
］

第
三
十
二
条

［
同
上
］

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

（
施
設
定
期
検
査
の
申
請
）

第
三
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
検
査
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋

第
三
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
検
査
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設

設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
施
設
定
期
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受

に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
施
設
定
期
検
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提

と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

［
略
］

三

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］
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（
閉
鎖
措
置
計
画
又
は
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
施
設
定
期
検
査
を
要
す
る
場

（
閉
鎖
措
置
計
画
又
は
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
施
設
定
期
検
査
を
要
す
る
場

合
）

合
）

第
三
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

第
三
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
場
合
（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る

規
則
で
定
め
る
場
合
（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は

。
）
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
閉
鎖
措

、
法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
閉
鎖
措
置
計
画

置
計
画
に
係
る
閉
鎖
措
置
の
対
象
と
な
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又

に
係
る
閉
鎖
措
置
の
対
象
と
な
る
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
法
第
五
十
一

は
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
に
係

条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
廃
止
措
置
の

る
廃
止
措
置
の
対
象
と
な
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
内
に
放
射
性
廃

対
象
と
な
る
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
内
に
放
射
性
廃
棄
物
が
存
在
す
る
場
合

棄
物
が
存
在
す
る
場
合
と
す
る
。

と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
施
設
定
期
検
査
実
施
要
領
書
）

（
施
設
定
期
検
査
実
施
要
領
書
）

第
三
十
七
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提

第
三
十
七
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提

出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
第
一
種

出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
廃
棄
物

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
性
能
が
法
第
五
十
一
条
の
九
の
二
に
規
定
す
る
原
子
力

埋
設
施
設
の
性
能
が
法
第
五
十
一
条
の
九
の
二
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委

規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に

員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

つ
い
て
の
検
査
に
関
し
、
そ
の
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た

の
検
査
に
関
し
、
そ
の
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申

当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

請
に
係
る
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
記
録
）

（
記
録
）

第
四
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
記
録
（
第
一
種
廃
棄
物

第
四
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
記
録
（
第
一
種
廃
棄
物

埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄

埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ

て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な

て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
録
事
項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

記
録
事
項

記
録
す
べ
き
場
合

保
存
期
間

一

［
略
］

［
略
］

［
略
］

一

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

二

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施

二

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
検
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設
の
検
査
記
録

査
記
録

［
イ
～
ハ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

三

放
射
線
管
理
記
録

三

放
射
線
管
理
記
録

［
イ
～
リ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
イ
～
リ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

ヌ

廃
棄
施
設
に
廃
棄
し
た
放

［
略
］

［
略
］

ヌ

廃
棄
施
設
に
廃
棄
し
た
放

［
同
上
］

［
同
上
］

射
性
廃
棄
物
（
事
業
所
内
の

射
性
廃
棄
物
（
事
業
所
内
の

廃
棄
物
埋
設
地
に
埋
設
し
た

廃
棄
物
埋
設
地
に
埋
設
し
た

も
の
を
除
く
。
）
の
種
類
、

放
射
性
廃
棄
物
を
除
く
。
）

当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま

の
種
類
、
当
該
放
射
性
廃
棄

れ
る
放
射
性
物
質
の
数
量
、

物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質

当
該
放
射
性
廃
棄
物
を
容
器

の
数
量
、
当
該
放
射
性
廃
棄

に
封
入
し
、
又
は
容
器
に
固

物
を
容
器
に
封
入
し
、
又
は

型
化
し
た
場
合
に
は
当
該
容

容
器
に
固
型
化
し
た
場
合
に

器
の
数
量
及
び
比
重
並
び
に

は
当
該
容
器
の
数
量
及
び
比

そ
の
廃
棄
の
日
時
、
場
所
及

重
並
び
に
そ
の
廃
棄
の
日
時

び
方
法

、
場
所
及
び
方
法

［
ル
・
ヲ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
ル
・
ヲ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

四

［
略
］

［
略
］

［
略
］

四

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

五

保
守
記
録

五

保
守
記
録

イ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設

［
略
］

［
略
］

イ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視

［
同
上
］

［
同
上
］

の
巡
視
及
び
点
検
の
状
況
並

及
び
点
検
の
状
況
並
び
に
そ

び
に
そ
の
担
当
者
の
氏
名

の
担
当
者
の
氏
名

ロ

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設

［
略
］

［
略
］

ロ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
修
理

［
同
上
］

［
同
上
］

の
修
理
の
状
況
及
び
そ
の
担

の
状
況
及
び
そ
の
担
当
者
の

当
者
の
氏
名

氏
名

六

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の

六

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
事
故
記

事
故
記
録

録

［
イ
～
ニ

略
］

［
略
］

［
略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
七
～
十

略
］

［
略
］

［
略
］

［
七
～
十

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

十
一

第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ

［
略
］

［
略
］

十
一

第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ

［
同
上
］

［
同
上
］

る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の

る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
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定
期
的
な
評
価
等
の
結
果

な
評
価
等
の
結
果

［
十
二
～
十
五

略
］

［
略
］

［
略
］

［
十
二
～
十
五

同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
２
～
７

略
］

［
２
～
７

同
上
］

（
保
安
活
動
の
改
善
）

（
保
安
活
動
の
改
善
）

第
五
十
二
条

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事
項
は

第
五
十
二
条

品
質
保
証
計
画
に
お
け
る
保
安
活
動
の
改
善
に
関
す
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

予
防
処
置
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
お
け

三

予
防
処
置
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
の
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
お
け
る
保
安

る
保
安
活
動
の
実
施
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
の
み
な
ら
ず
他
の
施
設
か

活
動
の
実
施
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
の
み
な
ら
ず
他
の
施
設
か
ら
得
ら

ら
得
ら
れ
た
知
見
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。

れ
た
知
見
を
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
。

四

［
略
］

四

［
同
上
］

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

第
五
十
四
条

［
略
］

第
五
十
四
条

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
災
害
が
発
生

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
災
害
が
発
生
し
、
又

し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
緊
急
や
む
を
得
な
い
場

は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お

合
に
お
い
て
は
、
放
射
線
業
務
従
事
者
（
女
子
に
つ
い
て
は
、
妊
娠
不
能
と

い
て
は
、
放
射
線
業
務
従
事
者
（
女
子
に
つ
い
て
は
、
妊
娠
不
能
と
診
断
さ

診
断
さ
れ
た
者
及
び
妊
娠
の
意
思
の
な
い
旨
を
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者

れ
た
者
及
び
妊
娠
の
意
思
の
な
い
旨
を
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
書
面

に
書
面
で
申
し
出
た
者
に
限
る
。
）
を
そ
の
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の

で
申
し
出
た
者
に
限
る
。
）
を
そ
の
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る

定
め
る
線
量
限
度
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
緊
急
作
業
が
必
要
と
認
め

線
量
限
度
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
緊
急
作
業
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る

ら
れ
る
期
間
、
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

期
間
、
緊
急
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
）

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
）

第
五
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

第
五
十
五
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
事
業
者
は
、
毎
週
一
回
以
上
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
に

物
埋
設
事
業
者
は
、
毎
週
一
回
以
上
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
に
従
事
す

従
事
す
る
者
に
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
つ
い
て
巡
視
及
び
点
検
を
行
わ

る
者
に
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
つ
い
て
巡
視
及
び
点
検
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。
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（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
）

第
五
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

第
五
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
事
業
者
は
、
次
の
各
号
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可

物
埋
設
事
業
者
は
、
次
の
各
号
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
認
可

を
受
け
た
場
合
は
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採

を
受
け
た
場
合
は
第
一
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
措
置
を
採

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
（

一

令
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
（
次
号
に

次
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
施
設
の
性
能
が
法
第
五
十

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
施
設
の
性
能
が
法
第
五
十
一
条
の

一
条
の
九
の
二
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上

九
の
二
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準

の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行

に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と

う
こ
と
。

。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

三

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器

三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器
及
び
放

及
び
放
射
線
測
定
器
に
つ
い
て
は
、
較
正
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

射
線
測
定
器
に
つ
い
て
は
、
較
正
を
一
年
ご
と
に
行
う
こ
と
。

こ
う

こ
う

２

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
第
一
種
廃
棄
物

２

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
第
一
種
廃
棄
物

埋
設
事
業
者
は
、
当
該
認
可
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

埋
設
事
業
者
は
、
当
該
認
可
若
し
く
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付

第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付

書
類
に
記
載
さ
れ
た
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る

書
類
に
記
載
さ
れ
た
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
に
つ
い
て
の
検
査
を
一
年
ご
と
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評
価
等
）

（
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評
価
等
）

第
五
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

第
五
十
八
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
事
業
者
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら

物
埋
設
事
業
者
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら

二
十
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
、
廃
棄
物
埋
設
地
に
つ
い
て
、
次
の
各
号

二
十
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
、
廃
棄
物
埋
設
地
に
つ
い
て
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

前
号
の
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全

二

前
号
の
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
保
全
の
た
め

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

（
事
業
所
内
の
運
搬
）
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第
六
十
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物

第
六
十
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物

埋
設
事
業
者
は
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
核
燃

埋
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質

料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な

等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ら
な
い
。

。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃

４

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃

料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
核
燃

五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
核
燃

料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三

料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三

条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安

条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
を
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所

ず
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
を
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
に
お

内
に
お
い
て
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
て
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
業
所
内
の
廃
棄
）

（
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
六
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

第
六
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄

物
埋
設
事
業
者
は
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い

物
埋
設
事
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
行
わ

て
行
わ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を

れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な

採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
四

略
］

［
一
～
十
四

同
上
］

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
六
十
二
条

［
略
］

第
六
十
二
条

［
同
上
］

２

前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必

２

前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必

要
な
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

要
な
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
（
防
護
区
域
内
を
除

十

廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
（
防
護
区
域
内
を
除
く
。
）

く
。
）
に
お
い
て
特
定
核
燃
料
物
質
を
運
搬
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
次

に
お
い
て
特
定
核
燃
料
物
質
を
運
搬
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ

に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］
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［
十
一
・
十
二

略
］

［
十
一
・
十
二

同
上
］

十
三

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に

十
三

廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な

必
要
な
設
備
又
は
装
置
の
操
作
に
係
る
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、
電
気
通
信
回

設
備
又
は
装
置
の
操
作
に
係
る
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、
電
気
通
信
回
線
を
通

線
を
通
じ
て
妨
害
行
為
又
は
破
壊
行
為
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、

じ
て
妨
害
行
為
又
は
破
壊
行
為
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
電
気
通

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
当
該
情
報
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
ア

信
回
線
を
通
じ
た
当
該
情
報
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
ア
ク
セ
ス

ク
セ
ス
を
遮
断
す
る
こ
と
。

を
遮
断
す
る
こ
と
。

［
十
四
～
二
十
四

略
］

［
十
四
～
二
十
四

同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
六
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認

第
六
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会

い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分

三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方

析
の
方
法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の

法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規

保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

四

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
管
理
を
行
う
者
の
職
務
及
び
組
織
に
関
す

四

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
管
理
を
行
う
者
の
職
務
及
び
組
織
に
関
す
る
こ
と

る
こ
と
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五

［
略
］

五

［
同
上
］

六

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育

六

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す

に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

［
略
］

［
同
上
］

(1)

(1)

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
構
造
、
性
能
及
び
操
作
に
関
す
る
こ

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
構
造
、
性
能
及
び
操
作
に
関
す
る
こ
と
。

(2)

(2)

と
。

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(3)

(5)

(3)

(5)

ハ

そ
の
他
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
保
安
教
育
に
関
し
必
要
な

ハ

そ
の
他
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
保
安
教
育
に
関
し
必
要
な
事
項
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事
項

［
七
～
十
一

略
］

［
七
～
十
一

同
上
］

十
二

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う

十
二

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
処
置
に

処
置
に
関
す
る
こ
と
。

関
す
る
こ
と
。

十
三

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

［
十
四
・
十
五

略
］

［
十
四
・
十
五

同
上
］

十
六

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を

十
六

廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。

含
む
。
）
に
関
す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
八
十
九
条
各
号
に
掲
げ

）
に
関
す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
八
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
故

る
事
故
故
障
等
の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の

故
障
等
の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の
経
営
責

経
営
責
任
者
へ
の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

任
者
へ
の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評
価
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評
価
等
に
関
す
る
こ
と
。

［
十
八
・
十
九

略
］

［
十
八
・
十
九

同
上
］

二
十

そ
の
他
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
保
安
に
関
し
必
要
な
事
項

二
十

そ
の
他
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
保
安
に
関
し
必
要
な
事
項

２

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
又
は
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第

２

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
又
は
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第

二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
限
る

二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
限
る

。
）
は
、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
閉
鎖
措

。
）
は
、
当
該
認
可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
閉
鎖
措

置
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
閉
鎖
措
置
又
は
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら
れ
て

置
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
閉
鎖
措
置
又
は
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら
れ
て

い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定

い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、

に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、

又
は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変

又
は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分

三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方

析
の
方
法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の

法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並
び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規

保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

七

閉
鎖
措
置
又
は
廃
止
措
置
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育

七

閉
鎖
措
置
又
は
廃
止
措
置
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育

に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

［
略
］

［
同
上
］

(1)

(1)
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第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
構
造
及
び
性
能
に
関
す
る
こ
と
。

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
構
造
及
び
性
能
に
関
す
る
こ
と
。

(2)

(2)

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(3)

(6)

(3)

(6)

ハ

そ
の
他
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
保
安
教
育
に
関
し
必
要
な

ハ

そ
の
他
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
保
安
教
育
に
関
し
必
要
な
事
項

事
項

［
八
～
十
二

略
］

［
八
～
十
二

同
上
］

十
三

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
施
設
定
期
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
処

十
四

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
処
置
に
関

置
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

［
十
五
・
十
六

略
］

［
十
五
・
十
六

同
上
］

十
七

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を

十
七

廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。

含
む
。
）
に
関
す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
八
十
九
条
各
号
に
掲
げ

）
に
関
す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
八
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
故

る
事
故
故
障
等
の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の

故
障
等
の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の
経
営
責

経
営
責
任
者
へ
の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

任
者
へ
の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

［
略
］

十
八

［
同
上
］

十
九

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評
価
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評
価
等
に
関
す
る
こ
と
。

［
二
十
～
二
十
二

略
］

［
二
十
～
二
十
二

同
上
］

二
十
三

そ
の
他
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
、
閉
鎖
措
置
又
は
廃
止
措
置
に

二
十
三

そ
の
他
廃
棄
物
埋
設
施
設
、
閉
鎖
措
置
又
は
廃
止
措
置
に
係
る
保

係
る
保
安
に
関
し
必
要
な
事
項

安
に
関
し
必
要
な
事
項

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

（
廃
棄
物
埋
設
地
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
）

第
六
十
五
条

令
第
三
十
七
条
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
書
（
第
一
種
廃
棄
物

第
六
十
五
条

令
第
三
十
七
条
の
譲
受
け
の
許
可
の
申
請
書
（
第
一
種
廃
棄
物

埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

よ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
三
十
七
条
第
四
号
の
廃
棄
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
に

一

令
第
三
十
七
条
第
四
号
の
核
燃
料
物
質
等
の
性
状
及
び
量
に
つ
い
て
は

つ
い
て
は
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数

、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
及
び
数
量
並
び
に

量
並
び
に
当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と
の

当
該
放
射
性
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
ご
と
の
最
大
放
射

最
大
放
射
能
濃
度
及
び
総
放
射
能
量
を
記
載
す
る
こ
と
。

能
濃
度
及
び
総
放
射
能
量
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。
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［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
安
全
設
計
に
関
す
る
説
明
書
（
主
要
な
設

三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
安
全
設
計
に
関
す
る
説
明
書
（
主
要
な
設
備
の
配

備
の
配
置
図
を
含
む
。
）

置
図
を
含
む
。
）

四

［
略
］

四

［
同
上
］

五

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
設
備
の
操
作
上
の
過
失
、
機
械
又
は

五

廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
設
備
の
操
作
上
の
過
失
、
機
械
又
は
装
置
の

装
置
の
故
障
、
浸
水
、
地
震
、
火
災
等
が
あ
っ
た
場
合
に
発
生
す
る
こ
と

故
障
、
浸
水
、
地
震
、
火
災
等
が
あ
っ
た
場
合
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ

が
想
定
さ
れ
る
事
故
の
種
類
、
程
度
、
影
響
等
に
関
す
る
説
明
書

る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
事
故
の
種
類
、
程
度
、
影
響
等
に
関
す
る
説
明
書

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
核
物
質
防
護
規
定
）

（
核
物
質
防
護
規
定
）

第
六
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
核
物
質
防
護

第
六
十
七
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
核
物
質
防
護

規
定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
限
る

規
定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
に
限
る

。
）
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

。
）
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
核
物
質
防
護
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原

事
項
に
つ
い
て
核
物
質
防
護
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原

子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
三

略
］

［
一
～
十
三

同
上
］

十
四

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
緊
急
時
対
応
計
画
に
関
す
る
こ
と

十
四

廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
緊
急
時
対
応
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

。
［
十
五
・
十
六

略
］

［
十
五
・
十
六

同
上
］

十
七

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
（
核
物

十
七

廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
（
核
物
質
防
護

質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

そ
の
他
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護

十
八

そ
の
他
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
係
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
し

に
関
し
必
要
な
事
項

必
要
な
事
項

２

前
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
（
第
一
種
廃

２

前
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
（
廃
棄
物
埋

棄
物
埋
設
施
設
の
う
ち
令
第
六
十
三
条
第
一
項
の
表
第
四
号
の
原
子
力
規
制

設
施
設
の
う
ち
令
第
六
十
三
条
第
一
項
の
表
第
四
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会

委
員
会
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
係
る
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
正
本
一
通

が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
係
る
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
正
本
一
通
及
び
写

及
び
写
し
二
通
）
と
す
る
。

し
二
通
）
と
す
る
。

（
核
物
質
防
護
管
理
者
の
選
任
等
）

（
核
物
質
防
護
管
理
者
の
選
任
等
）

第
六
十
九
条

［
略
］

第
六
十
九
条

［
同
上
］
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２

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
三

２

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
三

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
類
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
（
第
一

係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
及
び
写
し
一
通
（
廃
棄

種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
う
ち
令
第
六
十
四
条
の
表
第
八
号
の
原
子
力
規
制
委

物
埋
設
施
設
の
う
ち
令
第
六
十
四
条
の
表
第
八
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が

員
会
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
係
る
届
出
を
す
る
場
合
に
は
、
正
本
一
通
及

告
示
で
定
め
る
も
の
に
係
る
届
出
を
す
る
場
合
に
は
、
正
本
一
通
及
び
写
し

び
写
し
二
通
）
と
す
る
。

二
通
）
と
す
る
。

（
核
物
質
防
護
管
理
者
の
要
件
）

（
核
物
質
防
護
管
理
者
の
要
件
）

第
七
十
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

第
七
十
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で

定
め
る
要
件
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、

定
め
る
要
件
（
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
特
定
核
燃
料

一

廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
特
定
核
燃
料
物
質
の

物
質
の
防
護
に
関
す
る
業
務
を
統
一
的
に
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
位

防
護
に
関
す
る
業
務
を
統
一
的
に
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
位
に
あ
る

に
あ
る
こ
と
。

こ
と
。

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
閉
鎖
措
置
と
し
て
行
う
べ
き
事
項
）

（
閉
鎖
措
置
と
し
て
行
う
べ
き
事
項
）

第
七
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

第
七
十
一
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
坑
道
の
埋
戻
し
、
坑
口
の
閉
塞
並
び
に
地
下
に
設

規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
坑
道
の
埋
戻
し
、
坑
口
の
閉
塞
並
び
に
地
下
に
設

置
し
た
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
解
体
及
び
撤
去
と
す
る
。

置
し
た
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
解
体
及
び
撤
去
と
す
る
。

（
閉
鎖
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
閉
鎖
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
七
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
閉
鎖
措

第
七
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
閉
鎖
措

置
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

置
計
画
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
閉
鎖
措
置
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力

項
に
つ
い
て
閉
鎖
措
置
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力

規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

閉
鎖
措
置
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評

三

第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評
価
等
の

価
等
の
結
果
に
関
す
る
説
明
書

結
果
に
関
す
る
説
明
書

四

［
略
］

四

［
同
上
］

五

閉
鎖
措
置
中
の
過
失
、
機
械
又
は
装
置
の
故
障
、
浸
水
、
地
震
、
火
災

五

閉
鎖
措
置
中
の
過
失
、
機
械
又
は
装
置
の
故
障
、
浸
水
、
地
震
、
火
災

等
が
あ
っ
た
場
合
に
発
生
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
事
故
の
種
類
、
程
度

等
が
あ
っ
た
場
合
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
事
故

、
影
響
等
に
関
す
る
説
明
書

の
種
類
、
程
度
、
影
響
等
に
関
す
る
説
明
書

六

閉
鎖
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及

六

閉
鎖
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
そ
の

び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
七
～
十

略
］

［
七
～
十

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
閉
鎖
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
閉
鎖
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

第
七
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
七
十
四
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲

第
十
二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

閉
鎖
措
置
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
閉
鎖
措
置
の
確
認
の
申
請
）

（
閉
鎖
措
置
の
確
認
の
申
請
）

第
七
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
坑
道

第
七
十
六
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
坑
道

の
閉
鎖
の
工
程
ご
と
に
原
子
力
規
制
委
員
会
が
行
う
確
認
を
受
け
よ
う
と
す

の
閉
鎖
の
工
程
ご
と
に
原
子
力
規
制
委
員
会
が
行
う
確
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

閉
鎖
措
置
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］
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（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
七
十
九
条

［
略
］

第
七
十
九
条

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評

三

第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評
価
等
の

価
等
の
結
果
に
関
す
る
説
明
書

結
果
に
関
す
る
説
明
書

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

六

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及

六

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
そ
の

び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
七
～
十

略
］

［
七
～
十

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
基
準
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
基
準
）

第
八
十
二
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

第
八
十
二
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

二
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は

二
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
（

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
旧
廃
棄
事
業
者
等
の
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
八
十
五
条

［
略
］

第
八
十
五
条

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
及

七

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
廃
棄
物
埋
設
施
設
及
び
そ
の

び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
八
～
十
一

略
］

［
八
～
十
一

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］
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（
指
定
廃
棄
物
埋
設
区
域
に
関
し
記
録
す
べ
き
事
項
）

第
八
十
八
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
二
十
八
第
一
項
（
法
第
五
十
一
条
の
二

［
条
を
加
え
る
。
］

十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

廃
棄
物
埋
設
地
の
位
置
に
関
す
る
事
項

二

廃
棄
し
た
放
射
性
廃
棄
物
の
性
状
及
び
量
に
関
す
る
事
項

三

第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
定
期
的
な
評

価
等
の
結
果
（
法
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
に
規
定
す
る
廃
止
措
置

計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
に
講
じ
た
も
の
に
限
る
。
）

四

そ
の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
指
定
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
指
定
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
八
十
八
条
の
三

［
略
］

第
八
十
八
条
の
二

［
同
上
］

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

（
事
故
故
障
等
の
報
告
）

第
八
十
九
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事

第
八
十
九
条

法
第
六
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事

業
者
（
旧
廃
棄
事
業
者
等
を
含
む
。
次
条
及
び
第
九
十
一
条
に
お
い
て
同
じ

業
者
（
旧
廃
棄
事
業
者
等
を
含
む
。
次
条
及
び
第
九
十
一
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に

。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に

、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会

、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
原
子
力
規
制
委
員
会

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
故

二

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
故
障
に
係

障
に
係
る
修
理
の
た
め
特
別
の
措
置
を
必
要
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第

る
修
理
の
た
め
特
別
の
措
置
を
必
要
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
一
種
廃

一
種
廃
棄
物
埋
設
に
支
障
を
及
ぼ
し
た
と
き
。

棄
物
埋
設
に
支
障
を
及
ぼ
し
た
と
き
。

三

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
を
限
定
さ

三

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
を
限
定
さ
れ
た
区

れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
、
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防

域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
、
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る

止
す
る
た
め
の
放
射
線
の
遮
蔽
機
能
若
し
く
は
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設

た
め
の
放
射
線
の
遮
蔽
機
能
若
し
く
は
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
お
け
る
火
災

に
お
け
る
火
災
若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
機
能
を
喪
失
し
、
又
は
喪
失
す

若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
機
能
を
喪
失
し
、
又
は
喪
失
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
支
障
を
及
ぼ

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
に
支
障
を
及
ぼ
し
た
と
き
。

し
た
と
き
。

四

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ

四

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
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と
に
よ
り
、
気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
排
気
施
設
に
よ
る
排
出
の
状
況

り
、
気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
排
気
施
設
に
よ
る
排
出
の
状
況
に
異
状

に
異
状
が
認
め
ら
れ
た
と
き
又
は
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
排
水
施
設

が
認
め
ら
れ
た
と
き
又
は
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
排
水
施
設
に
よ
る

に
よ
る
排
出
の
状
況
に
異
状
が
認
め
ら
れ
た
と
き
。

排
出
の
状
況
に
異
状
が
認
め
ら
れ
た
と
き
。

［
五
～
七

略
］

［
五
～
七

同
上
］

八

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ

八

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ

と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ

り
、
核
燃
料
物
質
等
が
管
理
区
域
内
で
漏
え
い
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
次

し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
（
漏
え
い
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
人
の
立

人
の
立
入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え

入
制
限
、
鍵
の
管
理
等
の
措
置
を
新
た
に
講
じ
た
と
き
又
は
漏
え
い
し
た

い
し
た
物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

物
が
管
理
区
域
外
に
広
が
っ
た
と
き
を
除
く
。
）
を
除
く
。

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

九

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ

九

廃
棄
物
埋
設
施
設
の
故
障
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
た
こ
と
に
よ

と
に
よ
り
、
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
者
に
つ
い
て
被
ば
く
が
あ
っ
た
と
き

り
、
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
者
に
つ
い
て
被
ば
く
が
あ
っ
た
と
き
で
あ
っ

で
あ
っ
て
、
当
該
被
ば
く
に
係
る
実
効
線
量
が
放
射
線
業
務
従
事
者
に
あ

て
、
当
該
被
ば
く
に
係
る
実
効
線
量
が
放
射
線
業
務
従
事
者
に
あ
っ
て
は

っ
て
は
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て

五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
〇
・

は
〇
・
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き

五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
。

。
十

［
略
］

十

［
同
上
］

十
一

前
各
号
の
ほ
か
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
関
し
、
人
の
障
害
（

十
一

前
各
号
の
ほ
か
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
関
し
、
人
の
障
害
（
放
射
線

放
射
線
障
害
以
外
の
障
害
で
あ
っ
て
入
院
治
療
を
必
要
と
し
な
い
も
の
を

障
害
以
外
の
障
害
で
あ
っ
て
入
院
治
療
を
必
要
と
し
な
い
も
の
を
除
く
。

除
く
。
）
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

）
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

（
危
険
時
の
措
置
）

（
危
険
時
の
措
置
）

第
九
十
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事

第
九
十
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事

業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
第
一
種
廃
棄
物
埋

一

廃
棄
物
埋
設
施
設
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
廃
棄
物
埋
設
施
設
に
延
焼

設
施
設
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と

に
努
め
る
と
と
も
に
直
ち
に
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
に
通
報
す
る
こ
と
。

も
に
直
ち
に
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
に
通
報
す
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

三

放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一

三

放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
廃
棄

種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
内
部
に
い
る
者
及
び
付
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る

物
埋
設
施
設
の
内
部
に
い
る
者
及
び
付
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警

よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

告
す
る
こ
と
。
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［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
六

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
に

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技

係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

術
基
準
に
関
す
る
規
則

（
特
殊
な
方
法
に
よ
る
施
設
）

（
特
殊
な
方
法
に
よ
る
施
設
）

第
二
条

特
殊
な
方
法
に
よ
る
施
設
に
つ
い
て
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設

第
二
条

特
殊
な
方
法
に
よ
る
施
設
に
つ
い
て
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特

又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す

定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

る
規
則
（
平
成
四
年
総
理
府
令
第
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

（
平
成
四
年
総
理
府
令
第
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
原
子
力

原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か

規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

わ
ら
ず
、
当
該
認
可
に
係
る
基
準
を
も
っ
て
法
第
五
十
一
条
の
九
の
二
の
技

、
当
該
認
可
に
係
る
基
準
を
も
っ
て
法
第
五
十
一
条
の
九
の
二
の
技
術
上
の

術
上
の
基
準
と
す
る
。

基
準
と
す
る
。

（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
火
災
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
三
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
火

第
三
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
火
災
又
は

災
又
は
爆
発
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
当
該
施
設
の
安
全
性
に
著
し
い

爆
発
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
当
該
施
設
の
安
全
性
に
著
し
い
支
障
が

支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
消
火
設
備

生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
消
火
設
備
及
び
警

及
び
警
報
設
備
（
自
動
火
災
報
知
設
備
、
漏
電
火
災
警
報
器
そ
の
他
の
火
災

報
設
備
（
自
動
火
災
報
知
設
備
、
漏
電
火
災
警
報
器
そ
の
他
の
火
災
及
び
爆

及
び
爆
発
の
発
生
を
自
動
的
に
検
知
し
、
警
報
を
発
す
る
設
備
に
限
る
。
）

発
の
発
生
を
自
動
的
に
検
知
し
、
警
報
を
発
す
る
設
備
に
限
る
。
）
が
設
置

が
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
は
、
そ
の
故
障
、
損
壊
又
は
異
常
な
作

２

前
項
の
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
は
、
そ
の
故
障
、
損
壊
又
は
異
常
な
作

動
に
よ
り
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安

動
に
よ
り
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
に

全
性
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］

（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
地
盤
）

（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
地
盤
）

第
四
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次

第
四
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次
条
第
一

条
第
一
項
の
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該
施
設
を
十
分
に
支

項
の
地
震
力
が
作
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該
施
設
を
十
分
に
支
持
す
る
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持
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
盤
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
と
が
で
き
る
地
盤
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
地
震
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
五
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
地

第
五
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
地
震
の
発

震
の
発
生
に
よ
っ
て
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
当
該
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失

生
に
よ
っ
て
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
当
該
施
設
の
安
全
機
能
の
喪
失
に
起
因

に
起
因
す
る
放
射
線
に
よ
る
公
衆
へ
の
影
響
の
程
度
に
応
じ
て
算
定
す
る
地

す
る
放
射
線
に
よ
る
公
衆
へ
の
影
響
の
程
度
に
応
じ
て
算
定
す
る
地
震
力
（

震
力
（
安
全
上
重
要
な
施
設
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
安
全
上
重

安
全
上
重
要
な
施
設
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
安
全
上
重
要
な
施

要
な
施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
地
震
に
よ
る
加
速
度
に

設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
地
震
に
よ
る
加
速
度
に
よ
っ
て

よ
っ
て
作
用
す
る
地
震
力
を
含
む
。
）
に
よ
る
損
壊
に
よ
り
公
衆
に
放
射
線

作
用
す
る
地
震
力
を
含
む
。
）
に
よ
る
損
壊
に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障
害
を

障
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
津
波
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
六
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
そ

第
六
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
そ
の
供
用

の
供
用
中
に
当
該
施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
津
波
に
よ

中
に
当
該
施
設
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
津
波
に
よ
り
そ
の

り
そ
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
七
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
想

第
七
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
想
定
さ
れ

定
さ
れ
る
自
然
現
象
（
地
震
及
び
津
波
を
除
く
。
）
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を

る
自
然
現
象
（
地
震
及
び
津
波
を
除
く
。
）
に
よ
り
そ
の
安
全
性
を
損
な
う

損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
防
護
措
置
、
基
礎
地
盤
の
改
良
そ

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
防
護
措
置
、
基
礎
地
盤
の
改
良
そ
の
他
の

の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
周
辺
監

２

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
周
辺
監
視
区
域

視
区
域
に
隣
接
す
る
地
域
に
事
業
所
、
鉄
道
、
道
路
そ
の
他
の
外
部
か
ら
の

に
隣
接
す
る
地
域
に
事
業
所
、
鉄
道
、
道
路
そ
の
他
の
外
部
か
ら
の
衝
撃
が

衝
撃
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
要
因
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
事
業
所
に

発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
要
因
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
事
業
所
に
お
け
る

お
け
る
火
災
又
は
爆
発
事
故
、
危
険
物
を
搭
載
し
た
車
両
、
船
舶
又
は
航
空

火
災
又
は
爆
発
事
故
、
危
険
物
を
搭
載
し
た
車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
事

機
の
事
故
そ
の
他
の
敷
地
及
び
敷
地
周
辺
の
状
況
か
ら
想
定
さ
れ
る
事
象
で

故
そ
の
他
の
敷
地
及
び
敷
地
周
辺
の
状
況
か
ら
想
定
さ
れ
る
事
象
で
あ
っ
て

あ
っ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
当
該
施

人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
当
該
施
設
の
安

設
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が

全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら

講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
へ
の
人
の
不

（
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵

法
な
侵
入
等
の
防
止
）

入
等
の
防
止
）

第
八
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置

第
八
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
す
る
事

す
る
事
業
所
（
以
下
「
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
は
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物

業
所
（
以
下
「
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
は
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は

埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
、
特
定
第
一

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又

種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
不
正
に
爆
発
性
又
は
易

は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
不
正
に
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ

燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え
、
又
は
他
の
物
件
を
損
傷
す

の
他
人
に
危
害
を
与
え
、
又
は
他
の
物
件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件

る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（

が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二

禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四

十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
を

項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切

防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
核
燃
料
物
質
の
臨
界
防
止
）

（
核
燃
料
物
質
の
臨
界
防
止
）

第
九
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
核

第
九
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
核
燃
料
物

燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
界
を
防
止

質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨
界
を
防
止
す
る
た

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
材
料
及
び
構
造
）

（
材
料
及
び
構
造
）

第
十
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す

第
十
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
容
器

る
容
器
及
び
管
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
す
る
構
造
物
の
う
ち
、
特
定
第
一
種

及
び
管
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
す
る
構
造
物
の
う
ち
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施

廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で

設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
（

重
要
な
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
及

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
及
び
構
造
は
、
当

び
構
造
は
、
当
該
容
器
等
が
そ
の
設
計
上
要
求
さ
れ
る
強
度
及
び
耐
食
性
が

該
容
器
等
が
そ
の
設
計
上
要
求
さ
れ
る
強
度
及
び
耐
食
性
が
確
保
さ
れ
た
も

確
保
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
容

２

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
属
す
る
容
器
及
び

器
及
び
管
の
う
ち
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理

管
の
う
ち
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性

施
設
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
は
、
適
切
な
耐
圧
試
験
又
は

を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
は
、
適
切
な
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を

漏
え
い
試
験
を
行
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
耐
え
、
か
つ
、
著
し
い
漏
え
い
が
な

行
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
耐
え
、
か
つ
、
著
し
い
漏
え
い
が
な
い
よ
う
に
設
置

い
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

45



（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

（
閉
じ
込
め
の
機
能
）

第
十
一
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、

第
十
一
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
次
に
掲

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る

込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

（
遮
蔽
）

（
遮
蔽
）

第
十
二
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、

第
十
二
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
は
、
当
該
施

当
該
施
設
か
ら
の
直
接
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
線
に
よ
る
事
業
所
周
辺
の

設
か
ら
の
直
接
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ
ン
線
に
よ
る
事
業
所
周
辺
の
線
量
が

線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
を
十
分
下
回
る
よ
う
に
設

原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
を
十
分
下
回
る
よ
う
に
設
置
さ
れ

置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
換
気
）

（
換
気
）

第
十
三
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
内
の

第
十
三
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
内
の
放
射
性

放
射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る

廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
空
気
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
必
要
が

必
要
が
あ
る
場
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
気
設
備
が
設
け
ら

あ
る
場
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
気
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

（
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
の
防
止
）

（
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
の
防
止
）

第
十
四
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
う

第
十
四
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
う
ち
人
が

ち
人
が
頻
繁
に
出
入
り
す
る
建
物
内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
の
部
分
で
あ
っ
て

頻
繁
に
出
入
り
す
る
建
物
内
部
の
壁
、
床
そ
の
他
の
部
分
で
あ
っ
て
、
放
射

、
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
人
が
触
れ

性
廃
棄
物
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
人
が
触
れ
る
お
そ

る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
表
面
は
、
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
を
除
去
し

れ
が
あ
る
も
の
の
表
面
は
、
放
射
性
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
を
除
去
し
や
す
い

や
す
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
入
施
設
又
は
管
理
施
設
）

（
受
入
施
設
又
は
管
理
施
設
）

第
十
五
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
う
ち
放
射
性
廃
棄
物
を
受
け
入

第
十
五
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
う
ち
放
射
性
廃
棄
物
を
受
け
入
れ
る
設

れ
る
設
備
で
あ
っ
て
、
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
及
び
放
射
線
の
照
射
に
よ

備
で
あ
っ
て
、
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
及
び
放
射
線
の
照
射
に
よ
り
発
生

り
発
生
す
る
熱
に
よ
っ
て
過
熱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
冷
却
の
た
め

す
る
熱
に
よ
っ
て
過
熱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
冷
却
の
た
め
の
必
要

46



の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
処
理
施
設
及
び
廃
棄
施
設
）

（
処
理
施
設
及
び
廃
棄
施
設
）

第
十
六
条

放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄

第
十
六
条

放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
（
放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄

す
る
設
備
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

す
る
設
備
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る

一

周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る

水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め

水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め

る
値
以
下
に
な
る
よ
う
に
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄

る
値
以
下
に
な
る
よ
う
に
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理

物
管
理
施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
能
力
を
有

施
設
に
お
い
て
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
能
力
を
有
す
る
も

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）

（
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
）

第
十
七
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
当
該
施
設
を
他
の
原
子
力
施
設
と

第
十
七
条

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
、
当
該
施
設
を
他
の
原
子
力
施
設
と

共
用
し
、
又
は
当
該
施
設
に
属
す
る
設
備
を
一
の
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

共
用
し
、
又
は
当
該
施
設
に
属
す
る
設
備
を
一
の
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又

施
設
又
は
一
の
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
い
て
共
用
す
る
場
合
に
は
、
特

は
一
の
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
お
い
て
共
用
す
る
場
合
に
は
、
特
定
廃
棄

定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な

物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に

わ
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

安
全
上
重
要
な
施
設
又
は
当
該
施
設
が
属
す
る
系
統
は
、
前
項
の
規
定
の

３

安
全
上
重
要
な
施
設
又
は
当
該
施
設
が
属
す
る
系
統
は
、
前
項
の
規
定
の

ほ
か
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全

ほ
か
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
確

性
を
確
保
す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
多

保
す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
多
重
性
を

重
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
計
測
制
御
系
統
施
設
）

（
計
測
制
御
系
統
施
設
）

第
十
九
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は

第
十
九
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
そ
の

、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
特
定
第
一
種

設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
特
定
廃
棄
物
埋
設
施

廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う

設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ
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お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
、
次
条
第
一
項
第
二
号
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
若
し

た
と
き
、
次
条
第
一
項
第
二
号
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
若
し
く
は
同
項
第
四

く
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
線
量
当
量
が
著
し
く
上
昇
し
た
と
き
又
は
液

号
に
規
定
す
る
線
量
当
量
が
著
し
く
上
昇
し
た
と
き
又
は
液
体
状
の
放
射
性

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
か
ら
液
体
状
の
放
射
性
物
質
が
著
し
く

廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
か
ら
液
体
状
の
放
射
性
物
質
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お

漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
を
確
実
に
検
知
し
て
速
や

そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
を
確
実
に
検
知
し
て
速
や
か
に
警
報
す
る

か
に
警
報
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
そ
の

２

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
そ
の
設
備
の

設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
特
定
第
一
種
廃
棄
物

機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は

埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き

が
生
じ
た
と
き
に
、
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
能

に
、
放
射
性
廃
棄
物
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
能
力
の
維
持
又
は

力
の
維
持
又
は
火
災
若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
た
め
の
設
備
を
速
や
か
に
作

火
災
若
し
く
は
爆
発
の
防
止
の
た
め
の
設
備
を
速
や
か
に
作
動
さ
せ
る
必
要

動
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
設
備
の
作
動
を
速
や
か
に
、
か
つ

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
設
備
の
作
動
を
速
や
か
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
開

、
自
動
的
に
開
始
さ
せ
る
回
路
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

始
さ
せ
る
回
路
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
備
電
源
）

（
予
備
電
源
）

第
二
十
一
条

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に

第
二
十
一
条

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
外

は
、
外
部
電
源
系
統
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
監

部
電
源
系
統
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
監
視
設
備

視
設
備
そ
の
他
必
要
な
設
備
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
予
備
電
源
が
設
け

そ
の
他
必
要
な
設
備
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
予
備
電
源
が
設
け
ら
れ
て

ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
信
連
絡
設
備
等
）

（
通
信
連
絡
設
備
等
）

第
二
十
二
条

［
１
・
２

略
］

第
二
十
二
条

［
１
・
２

同
上
］

３

特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
事
業

３

特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
に
は
、
事
業
所
内
の

所
内
の
人
の
退
避
の
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
の
退
避
の
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

号

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
一
条
の

二
十
九
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
指
定
廃
棄
物
埋
設
区
域
に
お
け
る
土
地
の
掘
削
の
許
可
等

に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年

月

日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

更
田

豊
志

指
定
廃
棄
物
埋
設
区
域
に
お
け
る
土
地
の
掘
削
の
許
可
等
に
関
す
る
規
則

（
許
可
の
申
請
）

第
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
二
十

九
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

土
地
の
掘
削
の
目
的
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三

土
地
の
掘
削
の
場
所

四

土
地
の
掘
削
の
方
法
及
び
規
模

五

着
手
及
び
完
了
の
予
定
日

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

掘
削
し
よ
う
と
す
る
地
点
を
明
ら
か
に
し
た
図
面

二

土
地
の
掘
削
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
平
面
図
及
び
断
面
図

（
許
可
の
申
請
書
の
添
付
図
面
の
省
略
等
）

第
二
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
許
可
の

申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
図
面
の
う
ち
そ
の
変
更
に
係

る
も
の
を
添
付
す
れ
ば
足
り
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
変
更
の
趣
旨
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
土
地
の
掘
削
の
許
可
の
基
準
）

第
三
条

法
第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
指
定
廃
棄
物
埋
設
区
域
に
お
け

50



る
土
地
の
掘
削
の
方
法
及
び
規
模
が
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
支

障
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
四
条

法
第
五
十
一
条
の
三
十
一
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
五
十
一
条

の
三
十
三
第
四
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
１

（第
４
条
関
係

）

（表
面

）

第
号

核
原
料
物
質

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
5
1
条
の
3
1
第
２
項
の
規
定
に
よ
る

、
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身
分

証
明

書

職
名
及
び
氏
名

写

年
月

日
生

年
月

日
交
付

真

印

押
出

ス
タ
ン
プ

原
子
力
規
制
委
員
会
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備
考

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
工
業
規
格
Ａ
６
と
す
る
こ
と

。

、

（裏
面

）

核
原
料
物
質

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（抄

）

、
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第
5
1
条
の
3
1
原
子
力
規
制
委
員
会
は

こ
の
節
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て

第
5
1
条
の
2
9
第
１
項
の
許
可

、
、

を
受
け
た
者
に
対
し

土
地
の
掘
削
の
実
施
状
況
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
さ
せ

又
は
当
該
職
員
に

そ
、

、
、

の
事
務
所
若
し
く
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り

当
該
掘
削
の
実
施
状
況
若
し
く
は
帳
簿

書
類
そ
の
他
必
要

、
、

な
物
件
を
検
査
さ
せ

関
係
者
に
質
問
さ
せ

試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に
限
り
試
料
を
収
去
さ
せ

若
し
く

、
、

、

は
当
該
掘
削
が
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
及
ぼ
す
影
響
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る

。

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は

そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し

か
つ

関
係
者
の
請
求

、
、

、

が
あ
る
と
き
は

こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

、

３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は

犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い

、
。

第
8
0
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は

1
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る

。

、

一
・
一
の
二

（略

）

一
の
三

第
5
1
条
の
3
1
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り

検
査

収
去
若
し
く
は
調
査
を
拒
み

妨
げ

若
し
く
は
忌
避

、
、

、
、
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し
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

、
、

一
の
四

十
二

（略

）

～

様
式
第
２

（第
４
条
関
係

）

（表
面

）

第
号

核
原
料
物
質

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
5
1
条
の
3
3
第
４
項
の
規
定
に
よ
る

、

身
分

証
明

書

職
名
及
び
氏
名
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写

年
月

日
生

年
月

日
交
付

真

印

押
出

ス
タ
ン
プ

原
子
力
規
制
委
員
会
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備
考

こ
の
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
工
業
規
格
Ａ
６
と
す
る
こ
と

。

、

（裏
面

）

核
原
料
物
質

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（抄

）

、

第
5
1
条
の
3
3
原
子
力
規
制
委
員
会
は

指
定
廃
棄
物
埋
設
区
域
の
指
定
又
は
そ
の
区
域
の
拡
張
に
関
し

実
地
調
査
の

、
、

た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は

当
該
職
員
に

他
人
の
土
地
に
立
ち
入
り

標
識
を
設
置
さ
せ

測
量
さ
せ

又
は
実
地

、
、

、
、

、

調
査
の
障
害
と
な
る
木
竹
若
し
く
は
垣

柵
等
を
伐
採
さ
せ

若
し
く
は
除
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

。

、
、

２
原
子
力
規
制
委
員
会
は

当
該
職
員
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
行
為
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は

あ
ら
か
じ
め

土
、

、
、
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地
の
所
有
者
及
び
占
有
者

（所
有
者
の
住
所
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は

占
有
者

。以
下
こ
の
項
に
お
い
て

、

同
じ

。

）並
び
に
木
竹
又
は
垣

柵
等
の
所
有
者
及
び
占
有
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し

意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与

、
、

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

３
第
１
項
の
当
該
職
員
は

日
出
前
及
び
日
没
後
に
お
い
て
は

宅
地
又
は
垣

柵
等
で
囲
ま
れ
た
土
地
に
立
ち
入
つ

、
、

、

て
は
な
ら
な
い

。

４
第
１
項
の
当
該
職
員
は

そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し

か
つ

関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は

こ
れ
を

、
、

、
、

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

５
土
地
又
は
木
竹
若
し
く
は
垣

柵
等
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は

正
当
な
理
由
が
な
い
限
り

第
１
項
の
規
定
に
よ

、
、

、

る
立
入
り
そ
の
他
の
行
為
を
拒
み

又
は
妨
げ
て
は
な
ら
な
い

。

、

第
8
0
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は

1
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る

。

、

一
一
の
三

（略

）

～

一
の
四

第
5
1
条
の
3
3
第
５
項
の
規
定
に
違
反
し
て

同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
そ
の
他
の
行
為
を
拒
み

、
、

又
は
妨
げ
た
者
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一
の
五

十
二

（略

）

～
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文

部

科

学

省

令

○
経

済

産

業

省

令
第

号

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
五
条
の
五
第
二
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機

構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年

月

日

文
部
科
学
大
臣

林

芳
正

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

更
田

豊
志

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

文
部
科
学
省

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二
十
五
年

令
第
二
号
）

経
済
産
業
省
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の
一
部
を
別
表
に
よ
り
改
正
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次

対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
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別
表

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
命
令
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
中
長
期
計
画
に
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項
）

（
中
長
期
計
画
に
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項
）

第
三
条

機
構
に
係
る
通
則
法
第
三
十
五
条
の
五
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る

第
三
条

機
構
に
係
る
通
則
法
第
三
十
五
条
の
五
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る

主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
略
］

二

放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
及
び
処
分
（
機
構
法
第
十
七
条
第
一
項
第
五
号

二

放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
及
び
処
分
（
機
構
法
第
十
七
条
第
一
項
第
五
号

に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
原
子
力
施
設
（
核
原
料

に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
原
子
力
施
設
（
核
原
料

物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
二

物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
加
工
施
設
、
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に

項
第
二
号
に
規
定
す
る
加
工
施
設
、
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に

規
定
す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
、
同
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五
第

規
定
す
る
原
子
炉
施
設
、
同
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
、
同
法
第
四
十
四
条
第
二

再
処
理
施
設
、
同
法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
廃
棄

項
第
二
号
に
規
定
す
る
再
処
理
施
設
、
同
法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
に

物
埋
設
施
設
及
び
廃
棄
物
管
理
施
設
、
同
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
七
号

規
定
す
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
、
同
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
廃
棄
物

に
規
定
す
る
使
用
施
設
、
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
貯
蔵
施
設
並
び
に
同

管
理
施
設
、
同
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
使
用
施
設
、

項
第
九
号
に
規
定
す
る
廃
棄
施
設
並
び
に
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放

同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
貯
蔵
施
設
及
び
同
項
第
九
号
に
規
定
す
る
廃
棄

射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号

施
設
並
び
に
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る

）
第
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
使
用
施
設
、
同
項
第
六
号
に
規
定

法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
第
五
号
に

す
る
貯
蔵
施
設
、
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
廃
棄
施
設
、
同
法
第
四
条
の

規
定
す
る
使
用
施
設
、
同
項
第
六
号
に
規
定
す
る
貯
蔵
施
設
、
同
項
第
七

二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
廃
棄
物
詰
替
施
設
及
び
同
項
第
五
号
に
規

号
に
規
定
す
る
廃
棄
施
設
、
同
法
第
四
条
の
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す

定
す
る
廃
棄
物
貯
蔵
施
設
を
い
う
。
）
の
廃
止
措
置
に
関
す
る
計
画

る
廃
棄
物
詰
替
施
設
及
び
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
廃
棄
物
貯
蔵
施
設
を

い
う
。
）
の
廃
止
措
置
に
関
す
る
計
画

［
三
～
六

略
］

［
三
～
六

略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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○
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第

号

原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬

の
事
業
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
く
線
量
限
度
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年

月

日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

更
田

豊
志

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
く
線
量
限
度
等
を
定
め
る
告
示
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
く
線
量
限
度
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二

十
七
年
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
八
号
）
の
一
部
を
別
表
に
よ
り
改
正
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
も

の
と
す
る
。

附

則

別添３

1



こ
の
告
示
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

2



別
表

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
く
線
量
限
度
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
周
辺
監
視
区
域
外
の
線
量
限
度
）

（
周
辺
監
視
区
域
外
の
線
量
限
度
）

第
二
条

製
錬
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
試
験
炉
規
則
第
一
条
の
二
第
二

第
二
条

製
錬
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
試
験
炉
規
則
第
一
条
の
二
第
二

項
第
六
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
条
の

項
第
六
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
条
の

五
第
五
号
イ
、
加
工
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
加
工
施
設
の
設
計
及
び

五
第
五
号
イ
、
加
工
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
加
工
施
設
の
設
計
及
び

工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
加
工
設
工
規
則
」
と
い

工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
加
工
設
工
規
則
」
と
い

う
。
）
第
八
条
第
一
項
、
加
工
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規

う
。
）
第
八
条
第
一
項
、
加
工
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規

則
（
以
下
「
加
工
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
、
核
原

則
（
以
下
「
加
工
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
、
核
原

料
物
質
使
用
規
則
第
一
条
第
三
号
、
再
処
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号
、

料
物
質
使
用
規
則
第
一
条
第
三
号
、
再
処
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号
、

再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下

再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下

「
再
処
理
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
、
再
処
理
施
設
の
性
能

「
再
処
理
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
、
再
処
理
施
設
の
性
能

に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
再
処
理
性
能
基
準
規
則
」
と
い

に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
再
処
理
性
能
基
準
規
則
」
と
い

う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
六
号
、
実
用
発

う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
六
号
、
実
用
発

電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
実

電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
実

用
炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
二
種
埋
設
規

用
炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
二
種
埋
設
規

則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
九
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号

則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
九
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号

、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び

、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の

工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋

方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
特
定
廃
棄
物
埋
設
等
設
工
規
則

設
等
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物

施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

管
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
特
定
廃
棄
物

（
以
下
「
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十

埋
設
等
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
、
貯
蔵
規
則
第
一

二
条
第
一
項
、
貯
蔵
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設

条
第
二
項
第
三
号
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技

の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
貯
蔵
設
工

術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
貯
蔵
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第

規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
性
能
に
係

一
項
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（

る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）

以
下
「
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
、
研
開
炉
規

第
十
四
条
第
一
項
、
研
開
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
六
号
、
研
究
開
発
段
階

則
第
二
条
第
二
項
第
六
号
、
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属

発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「

施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
研
開
炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い

研
開
炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
受
託
貯
蔵
規

う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
一
条
第
三
号
並
び
に
第
一
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則
第
一
条
第
三
号
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
号
の
原
子

種
埋
設
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量

力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
周
辺
監
視
区
域
外
の
濃
度
限
度
等
）

（
周
辺
監
視
区
域
外
の
濃
度
限
度
等
）

第
八
条

試
験
炉
規
則
第
十
四
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
試
験
研
究
の
用
に
供

第
八
条

試
験
炉
規
則
第
十
四
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
試
験
研
究
の
用
に
供

す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以

す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以

下
「
試
験
炉
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
試
験

下
「
試
験
炉
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
試
験

研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（

研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（

以
下
「
試
験
炉
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号

以
下
「
試
験
炉
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号

、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
並
び
に
第
二
条
の
十

、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
並
び
に
第
二
条
の
十

一
の
九
第
四
号
及
び
第
七
号
、
加
工
規
則
第
七
条
の
八
第
四
号
及
び
第
七
号

一
の
九
第
四
号
及
び
第
七
号
、
加
工
規
則
第
七
条
の
八
第
四
号
及
び
第
七
号

、
加
工
設
工
規
則
第
十
四
条
第
一
号
、
加
工
性
能
基
準
規
則
第
二
十
一
条
第

、
加
工
設
工
規
則
第
十
四
条
第
一
号
、
加
工
性
能
基
準
規
則
第
二
十
一
条
第

一
号
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
十
一
号
ニ
及
び
ト
、
実
用
炉
規
則

一
号
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
十
一
号
ニ
及
び
ト
、
実
用
炉
規
則

第
九
十
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
実
用
炉
技
術
基
準
規
則
第
三
十
九
条
第
一

第
九
十
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
実
用
炉
技
術
基
準
規
則
第
三
十
九
条
第
一

項
第
一
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
九
条
第
四
号
及
び
第
六
号
、
廃
棄
物
管

項
第
一
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
九
条
第
四
号
及
び
第
六
号
、
廃
棄
物
管

理
規
則
第
三
十
三
条
第
四
号
及
び
第
六
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設

理
規
則
第
三
十
三
条
第
四
号
及
び
第
六
号
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
等
設
工
規
則

工
規
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
性
能
基
準

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
等
性
能
基
準
規
則
第
十
六
条

規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
五
条
第
四
号
及
び
第
六

第
一
項
第
一
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
五
条
第
四
号
及
び
第
六
号
、
貯
蔵
設
工

号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第
十
四
条
第
一
号
、
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第

規
則
第
十
四
条
第
一
号
、
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第
一
号
、
研
開
炉

一
号
、
研
開
炉
規
則
第
八
十
五
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
研
開
炉
技
術
基
準

規
則
第
八
十
五
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
研
開
炉
技
術
基
準
規
則
第
三
十
八

規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
六
十
一
条
第

条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
六
十
一
条
第
四
号
及
び
第
六

四
号
及
び
第
六
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
（
核
燃
料
物

号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
（
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第

質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
に
つ
い
て
は
、
周
辺
監
視
区
域
の

二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
に
つ
い
て
は
、
周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
及

外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る
水
中
に
係
る
も
の
に
限

び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る
水
中
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
三

る
。
）
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
次
の
と
お
り
と
す
る
。

月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
等
の
算
定
）

（
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
等
の
算
定
）
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第
十
条

第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
は
実

第
十
条

第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
は
実

効
線
量
と
し
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量

効
線
量
と
し
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量

率
並
び
に
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
十
二
号
ホ
、
再
処
理
設
工
規
則

率
並
び
に
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
十
二
号
ホ
、
再
処
理
設
工
規
則

第
十
八
条
第
一
号
、
再
処
理
性
能
基
準
規
則
第
二
十
七
条
第
一
号
、
特
定
第

第
十
八
条
第
一
号
、
再
処
理
性
能
基
準
規
則
第
二
十
七
条
第
一
号
、
特
定
廃

一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
特
定
第
一
種
廃

棄
物
埋
設
等
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
特
定
廃
棄
物
埋
設
等
性

棄
物
埋
設
等
性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第

能
基
準
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項

十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一

第
一
号
及
び
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
線
量
当
量

号
の
線
量
当
量
率
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
と
し
、
第
三
条
第
一

率
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
と
し
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
並
び
に
試
験
炉
設
工
規
則
第

外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
並
び
に
試
験
炉
設
工
規
則
第
二
十
七
条
第
三

二
十
七
条
第
三
号
、
試
験
炉
性
能
基
準
規
則
第
三
十
五
条
第
三
号
、
核
燃
料

号
、
試
験
炉
性
能
基
準
規
則
第
三
十
五
条
第
三
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則

物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
三
十
号
ハ
、
加
工
設
工
規
則
第
十
五
条
第
三

第
二
条
の
五
第
三
十
号
ハ
、
加
工
設
工
規
則
第
十
五
条
第
三
号
、
加
工
性
能

号
、
加
工
性
能
基
準
規
則
第
二
十
二
条
第
三
号
、
再
処
理
設
工
規
則
第
十
八

基
準
規
則
第
二
十
二
条
第
三
号
、
再
処
理
設
工
規
則
第
十
八
条
第
四
号
及
び

条
第
四
号
及
び
第
五
号
、
再
処
理
性
能
基
準
規
則
第
二
十
七
条
第
四
号
及
び

第
五
号
、
再
処
理
性
能
基
準
規
則
第
二
十
七
条
第
四
号
及
び
第
五
号
、
特
定

第
五
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号

廃
棄
物
埋
設
等
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
特
定
廃

及
び
第
五
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第
一

棄
物
埋
設
等
性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
貯
蔵

項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第

設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
貯
蔵
性
能
基
準
規

五
号
並
び
に
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号

則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
線
量
当
量
は
一
セ
ン
チ
メ
ー

の
線
量
当
量
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
。

ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
。

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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